


日本損害保険協会では、毎年全国の地方自治体に、

消防自動車を寄贈しています。写真はちょ っと古い

のですが、48年 7月岐阜県柳 ヶ瀬の大火で活躍する

「火災保険号」です。

今年の寄贈先は本誌 110号でお知らせしましたが、

第 l次分で決定の消防車51台が贈呈されますと、延

べ 1,092台の「火災保険号」が全国で活躍すること

紋日本損害保険協会
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東亜火災海上再保検株式会社

とな ります。このほか、各種消防機材 ・器具を寄贈

したり、あるいは消防施設充実のために消防債を引

き受けるなど、全国の消防カ強化拡充に少しでもお

役に立ちたいと願っております。なお、一般社会に

対しては、防火講演会の開催、各種防災図書の発行、

防災PR映画の製作・貸し出し、あるいは主婦向け

の防災PRなど、幅広い防災活動を行っております。
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（全員会社50音順）
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防災言 安倍北夫

東京外国語大学教授

新手の牙

相変わらず火災による痛ましい死傷者が多い。

これは日本だけでなく、外国でも同じように思わ

れる。最近のアメリカのサウスゲートのキャバレ

ー火災にしても、当初400余名の死者が報ぜられ、

深刻！な衝撃を内外に与えたが、実際は160余名にと

どまったようである。それにしても、科学文明で

は世界に冠たるアメリカで、なおかっこうした事

故が起こり、しかも最低レベルの「人命を守る」

ということが、やはり十分に行い得ないという点

では、ショックの大きさは決して減殺されるもの

ではない。建築基準法や消防法の規定からいうと、

スプリンクラー設置が義務づけられていない時代

の建物であったようである。これまた他山の石ど

ころの話ではない。病院や劇場について、我が国

では法のそ及が施行されたにもかかわらず、一部

猶予が認められ、その猶予が災いして死傷を生じ

た例がついこの数年に何件もあった。その一つが

札幌の白石病院であり、岩国病院である。前者は

赤ん坊が 3名死亡、後者では老人たちが 7名（そ

の後もう 1名が死亡したので 8名というべきであ

ろう）。法の問題を離れて、老朽の木造の大規模な

建物火災で大事に至ったのが酒田の大火の火元の

グリーンハウスであり、大阪大正区の労務者アパ

ートでの12名死亡でもある。

社会環境一一地理的、物理的、化学的、社会的

などのさまざまな内容を複合的にもっている我々

の生活環境が、大きくかっ急速に変わる時、私ど

もは、それまで身につけた生活行動や意識では対

応しかねることがしばしばである。そとに戸惑い

があったり、時に不安になったり、イライラしてな

んとか適応の方策を見い出そうとする。 都市環境

からいえば、地下街や超高層がそれであろう し、

建築からいえば耐火構造のビルであり、サッシで

あり、また、これまでの炭火やタドンやまさに代

わって、石油ストープやガスやLPが入りこんで

くる。

対応が難しく、そのために改良がすすめられ、

結果として火災予防や人命安全につながったもの

一一たとえば、石油ストープの対震自動消火のよ

うなものが一方にありながら、逆に対応が留保化

されたために、かえって火災予防、ひいて人命安

全に不測に作用したものもある。ガスやLPの使

用や火の始末を組略にしたり、火の用心の構えや

態度を大幅に緩めてしまったり、サッシが酸素欠

乏や、ガス中毒や、場合によるとガス爆発やフラ

ッシュオーバーの基擦になったりというのがそれ

である。

経験的に、あるいは親代々いつの間にか身につ

けてこなかった火災習慣は、自分一代、これから

学ばなければならないし、子供に無意識に身につ

くようホしつけかていく必要がある。岩国病院、大

阪の労務者アパート、 サウスゲートの悲惨なデー

タをまとめる時、筆者はあらためて、 飼い慣らさ

れたかに見える火が、実は恐るべき新手の牙を備

えてきつつあることを痛感させられたのである。

5 
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：英国における

；建築物の防音対策 ：

鳥居康政

ここ数年、高速道路を取り巻く種々の環境

が大きく変わってきた。昭和48年のオイル・シ

ョックを契機に、経済的あるいは予算的に抑

制を受けたということだけでなく、いわゆる

環境問題の原因者のーっとしてやり玉にあげ

られ、全国各地で地元市町村、住民からの反

対運動に直面している。中には“環境権”をた

てに、訴訟に持ち込まれているものもある。

高速道路が我が国に計画された当初より、

ルートの選定、線形設計に際しては、道路自

体が周囲の地形、地物にどうマッチするか、

6 

ということと、運転者の目から道路とその周

囲の風景がどう見えるか、ということが大き

な課題であった。これは、工学的な道路設計

の分野に美学・心理学・生理学、さらに植栽

造園等の知識・技術を応用して、景観工学と

呼ばれる学問にまで発展して現在の道路計画、

設計に反映されている。

このようにして造られてきている道路も、

いったん環境問題、とくに騒音で沿道の人か

ら苦情がでると、東名 ・名神の現況のように

設計者の苦心は水泡に帰し、運転者の眼には

延々と続く遮音壁が視野に入ってくることに

なる。確かに、環境問題が厳しくなる前の景観

的配慮、というのは、道路を利用する人の眼と、

空を飛ぶ鳥の眼からみえる環境が主で、沿道

に残る人家、あるいは人聞からの見方につい

ての配慮、が少なかったといえる。ところが、

現在ではいくら入念に計画され、設計された

道路でも、道路利用者にみえる景観は二の次

になり、供用前においても周囲に人家がある

場合、将来の予測交通量を基に遮音壁の設置

を前提にした協議を進めている。この場合の



'77予防時報111

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

「：：：1・九

判断基準は昭和46年 5月に閣議決定された騒

音にかかわる環境基準によっているわけであ

るが、これは本来行政の努力目標であり、道

路だけでなく、そこを通る車両の改善、交通

規制、取り締まり、さらにより根本的な沿道

の土地利用と整合を図るなど、総合的な施策

でも って達成するものとされている。とはい

っても現段階で道路を新設する場合には、道

路倶ljで環境施設帯を取って音源と受音点を離

したり、構造的に対処することもあるが、大

部分遮音壁を設置して環境基準を守るという

ことになる。

供用中の道路では、沿道からの苦情に基づ

き、道路側で遮音壁を設置することでずっと

対処してきたが、昨年度より自動車交通騒音

がとくに激しい高速道路の沿道家屋に対し、

二重窓の設置や換気装置など必要な防音工事

や、移転に伴う費用を助成する制度が確立さ

れた。この制度では、既供用の高速道路・対象

家屋も道路完成前の居住が条件となっている。

前置きが非常に長くなったが、英国では1973

年以来、新設の道路あるいは在来の道路に変

更を加えようとする場合、そこを通る交通に

起因する騒音に対して、建築物に防音措置を

施すことが制度化されている。これは騒音遮

断法－ Noise Insulation Regulationsと呼ば

れる規定にのっとってなされているもので、

ここに至るまでには、 1960年代の初めより騒

音問題に対する英国の長い取り組みの歴史が

ある。

この規定の骨子は、道路の使用が、決めら

れたある騒音レベル以上になった場合、ある

いはなると予期される場合、道路管理者は一

定の条件を満たす建築物に防音工事を実施す

るか、あるいはそれを行うのに必要な費用を

出す義務と権限がある、というものである。

ここでいう防音工事とは、建築物に対して騒

音を遮断し、換気や採光のための施設を設置

する工事をいい、 二重窓 ・ドア・換気装置・

ダクト・ファン・通風孔等仕様が細かに規定

されている。規定された騒音レベルは、Lio（一

定時間中の10%がそのレベルより超える騒音

レベル。 我が国ではLso一中央値ーが基準に

なっている）で68dB(A）、平日の 6: 00から

7 
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24: 00までの各 1時間の算術平均値とされて

いる。

建築物でも、強制執行あるいは取り壊し命

令の対象となっているような建築物は除外さ

れており、また一般交通に供された日以降に

初めて人が住みついた建築物は適格とみなさ

れない。

補助金の額については、防音工事に実際申

請者が負担した額と、道路管理者が決められ

た仕様を満足して実施した場合に想定される

費用のうち安い方と規定されている。その他、

防音工事の実施、あるいはそのための補助金

交付についての手順、手続き、借家人の扱い、

再審請求、地方自治体の代行等規定があるが、

この制度が確立して以来、英国において騒音

対策の幅が広がったのは確実である。ただし、

実際の運用は主として財政的な理由から、こ

の法律に基づく騒音対策事業を思うように推

進できないでいるようである。

騒音対策を考える場合、沿道に家屋が散在

するようなときには、遮音壁を設置するより、

家屋に防音措置を施す方がはるかに経済的な

8 

こともあるし、何よりも道路利用者にとって、

好ましい景観が保証できる。英国と我が国を

比較すると、家屋の構造・生活習慣の相違が

あり、また一般的に将来の交通量予測の困難

さ、不確定さ等あるにしても、計画・設計の

段階で防音工事の助成を検討するのも一考に

｛直しよう。

災害固と

いわれるが

鈴木秀夫
東京大学I也浬学教室

「災害国日本」というイメ ージがある。た

しかに、地震・洪水 ・山崩れ ・冷害 ・火災な

ど多彩な災害が種類としてはある。だが、は
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たして、量としてはどうであろうか。1920年か

ら1921年にかけて、ロシアでは、冷害や干害

などの自然災害によって、100万人が死んだと

いう。バングラデシュの洪水では、毎年、何

人の人が死んでいるであろうか。人命にかか

わることではなかったとはいえ、去年の冬の

オーストラリア南東部では、異常な干ばつに

襲われ、おびただしい数の牛が射殺され、ブ

ルドーザーで掘った穴に死体がほうり込まれ、

うずめられた。

災害とは、自然現象そのものではなく、人

間のかかわることであるから、人間のいない

所には災害はない。だから、人口のちょう密

な所ほど災害の回数も多いということであっ

て、日本では、たしかに災害の数は多い。 し

かし、人口がちょう密であるということは、

それだけ、その土地に人口の支持力があり、

豊かであるということであって、災害の数は

多いかも知れないが、量的にはむしろ少ない

のではないかと考えることができる。

昨年の夏、ナホトカからモスクワまで、往

復2週間の汽車の旅を続けた。明けても暮れ

ても森林また森林、そして、鉄道の沿線には、

森林を切り開いた緑の草原が展開していた。

その景観はたしかに広大なるがゆえに圧倒的

な迫力を持っていた。 しかし、ここの人々は

なんで生活をしているのだろうかと思って、

あらためて携帯した地図で調べてみると、牧

場ということであった。 ところが、牛の姿が

まったく見えない。不思議に思っていると、

ようやく汽車の旅の 2日目が過ぎたころ、

群れの牛を見ることができた。

一面の緑に幻惑されていたのだが、考えて

みると、当然のことながら、牧場で重要なのは

草の量であって、広さではなかった。短い夏の

ため、草の背丈が低く、たくさんの牛は成育

できないこと、しかも、主として人力で草を

刈っているために、 1日のうちに取り入れる

量が決まってしまうために、飼う牛の数も限

定されてしまう。一定数の牛がいなければ生

活も成り立たないから、たとえ広大な草地が

あっても、入植が行われない所が多くなって

しまうのであろう。このことは、昨年の夏、

帰国した時、北海道北部が低温のため、草の

9 
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丈が例年の半分で、南部へ草の買い付けをす

る必要があったという報道を聞いて、ふたた

び実感をしたのであった。

このように、寒冷にしろ乾燥にしろ、ある

いはまた、極度の高温や湿潤にしろ、人間の居

住限界に近い所では、種類は少なくとも、圧

倒的な力をもって災害が人間の生活を圧迫し

ているのである。こういうような所から比べ

ると、日本の災害は問題にならないだけでな

く、地理学者としての私の知識の及ぶ限りで

は、日本は地球上でもっとも恵まれた所にあ

ると考えざるを得ない。

たしかに、日本と比べて災害らしい災害の

ほとんどない国がある。地震のない所は、も

ちろん多いし、嵐や洪水のない所も少なくない。

面白いことに、私が 3年滞在したエチオピア

では、2,500m前後という高度のために、酸素

が平地より%ぐらいしかなく、そのため火災

が少ないといわれており、その程度の酸素の

量の違いが、ほんとうに関係しているのかど

うかわからないが、実際、たしかに火災の少

ない国であった。

10 

しかし、これら、災害の少ない国は、上に述

べたように、人口密度が小さく、自然の恵み

も日本より少ない国であるといわざるを得な

い。あるいはまた、災害がまったくないとい

う所も、人間に対する刺激が少なすぎていけ

ないという状況があるのかも知れない。 「天

災は忘れたころに来る」ということを忘れな

いでいる人がいるぐらいの頻度で災害が起こ

ることは、 一つのプラス要因なのであろう。

いずれにしても、日本という所は、 一国単

位で見る限り世界でもっとも恵まれた所にあ

ると考えられるのであるが、それにもかかわ

らず、 「災害国日本」のイメ ージがあるのは

どうしてであろうか。

それには、仏教思想の影響があるようであ

る。中国において末法思想が生まれたが、さ

らに日本へ伝来すると 、西方浄土からも っと

も遠い所にあると考える辺土思想も形成され、

明るかった古代の国土観に代わって、苦の裟

婆と我が自然を観ずるようになったためであ

る。災害を一層少なくする努力が必要なこと

は、いうまでもないが、「災害国日本」という
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イメージをあまり強く持ちすぎるのは考えも

のではないだろうか。

世界の雲

根本順吉

たとえばヨーロッパに顕著な気圧の谷が現

れると、それは 1日、経度10度ぐらいの速度

で東進し、 10日ないし15日後には日本付近を

通り、天気が崩れることが多い。だから気圧

の谷を追跡することが 週間予報の一つの原

理となる。上海付近で降り出した悶は翌日は

九州方面にまで広がり、雨域はさらに東進し

て翌々日は東日本も悶になるといったぐあい

である。

毎日、天気図を見、天気や気圧系の移動を

見ていると、大気現象には国境のないことを

実感するが、そのような大気現象を観測した

り表現したりするためには、各国共通の尺度

と規格が必要である。それぞれの国が勝手な

方法で‘観測し、観測した値を勝手な単位で表

現していたのでは、お互いの比較が大変面倒

になってしまうからである。

ところで、規格の統ーということは、現象

の普遍性を前提とすることはいうまでもない

であろう。たとえば雲の形だが、空に現れる

雲が世界の国々で全く違うものなら、国際的

な雲形分類をしても、あまり意味がないであ

ろう。雲の形は世界のどこでも閉じであると

いう一一これが現象の普遍性である一一前提

があってはじめて国際的な意味をもつことに

なるのである。

これは当然すぎるような話だが、やはり調

べておかねばならぬことである。この仕事が

実際に行われたのは、今から90年前の1887年

のことである。最初にイギリスのアーパーク

11 



'77予防時報111

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
ずいひつ

ロンビーが 「世界中の雲形の同ーなること」

という論文を書いたが、その後、この問題は

国際的な気象機関でも取り上げられることに

なり、その結果、現在広く使われている国際

的な十種雲級に定着していくのである。

ところで、ここで間違えてならぬことは、

雲形が世界的に普遍性をもつことは、かなら

ずしも世界各地で雲の現れ方が閉じというこ

とではない。雲形には共通性があっても、緯度

によってその出現する高度は違うし、また気

流と地形の干渉によって、ある地域にはとく

に現れやすい雲形とか、雲系（cloudsystem) 

の構造があるのである。つまり雲の現れるた

たずまいに地域的な個性がある。飛行機によ

る私の海外体験から、そのような幾つかの例

を挙げてみよう。

第一に私が注目したいのは、雲として形を

とらぬが、何か、うすぼんやりした雲気とい

うような現象が確かにあることで、これが比

較的低緯度地方で顕著に見られるということ

である。飛行機で上方を見ると紺碧に澄んで

いても、地平の方向に目を移すと、層状に広

12 

がっているのが見えるので、これが日の出や

日没の時はとくにはっきり観察されることが

多い。作家の富士正晴氏のいう“自晴”とい

うのは、やはりこのようなうすぼんやりした

雲気に包まれた時のことをいうのであろう。

それはまた天然の煙霧（naturalhaze）といっ

てもよいかもしれない。

1964年の私の初めての海外体験は北極地方

であったが、この時、私は何重にも重なった

地平線を見、どれが本当の地平線かわからぬ

という経験をしたが、同じようなことは先年、

来日した西ドイツのフローン教授も北極飛行

の体験から注目しているのである。

低緯度地方の大気に何かうすぼんやりした

ものがかかっていることは、たとえば夜間の

星を見ればわかることである。昭和17年 （1942

年）ごろ、私はマーシャル群島中の孤島で気

象観測をしていたが、その時見た南の空の星

の美しさはいまだに忘れることができない。

同じ期待をもって、 1974年にアフリカに行っ

たが、ケニアやエチオピアのようなハイラン

ドでも、見られる星の数は少ないのである。



'77予防時報111

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

ケニア大使の公邸で聞かれたパーティーで夜

見た南天の空は、東京で見る星空とあまりか

わらなかった。これはおそらく季節的な風じ

んのほかに、焼畑農耕、 山火事などの影響が

かなり持続的に現れていることの証拠と見ら

れよう。

べンガル湾に朝方、できはじめる積雲系の

雲は大変面白い。 小さな積雲の並び方が実に

さまざまで、積雲系の展覧会といってもよい

くらいである。不規則散乱型、十字型、渦型、

割目型、シワ型、前線型、 S字型、矢型などなど

さまざまな分布を示す。私は同様な雲の分布

を南半球のタスマン海や地中海の東部で観察

することカfできた。

壮大な地形性の雲で忘れられぬのは、昨年

(1976年）の10月ニュ ージーランドの南島クイ

ーンズタ ウンで見たものだ。何よりも驚いた

のは、巨大なクラゲのような雲が、ほとんど

動かず、形を変えずに山岳地帯の上に停滞し

ていたことで、私は早朝から正午近く、予定

の飛行機でクイーンズタウンをたつまで観測

を続けた。

地形による笠雲や吊し雲は、日本の山岳地

帯にも現れることが多いが、ニュージーランド

で見たものほど巨大で安定した地形性の雲は

ない。これはおそらく南半球の偏西風が、北

半球のそれに比べて安定していること、偏西

風に相対的な地形が、地球の自転の影響を考

慮した場合に、日本列島の走行と比べ直角だ

けその向きが違っていることなどによるので

あろう。

アイスランドでは、北西部のフィヨールド

地方を飛行した時の厚い層雲が印象深かった

が、レイキャピックのホテルの裏側の山にか

かる雲の滝も見事で戸あった。 日本では前かけ

雲とか枕雲と呼ばれる雲で、 “おろし”の吹

き出す時、山にかかる雲である。

私は1963年1月の異常気象の時、セスナ機で

背稜山脈付近の雲を観察したことがあるが、

この時も山脈を流れ越しては消えゆく雲の滝

は見事なものであ った。世界を旅する人が非

常に多くなったが、自然の見所は、空にもあ

ることを、どうか忘れぬようにしてもらいた

いと，思う。

13 
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とっては重大な関心事である。

はじめに 1974年のアメリカ原子力委員会の報告によると、

年間死亡確率io-6のような職場は天災による死亡

昭和48年には石油化学工場において爆発火災事 確率と同等であって、その中に生活する者にとっ

故がひん発して、化学的プロセスの産業は危険で ては、災害を受けるのは他人であって自分には災

あるとの印象が与えられたが、昭和49年 12月に発 害は起こるまいと思Lっておるし、たとえ自分が災

生した水島における大量油流出事故以来、石油タ 害に遭ったとしても、不運としてあきらめるであ

ンクにかかわる事故がひん発して、エネルギーの ろうと述べている。しかしながら、利益の恩恵にま

貯蔵もまた危険で、あるとの印象を国民に与えている。 ったくあずからない一般市民にとっては、 10-7や

工場内に林立しているタンク、タ ンクに連結さ io-sで も満足してくれないかも知れない。

れている配管がはたして安全かどうかという問題 このような観点から、現在のタンク ・配管の安

は、被害だけは受けるかも知れないが、タンクか 全性を検討してみると、一般市民の期待している

らの恩恵にはまったくかかわりのない一般市民に 安全性からは桂速いものが感じられる。

図 1 災害・事故発生の経過とその要因

｜留針｜事査｜製作｜楠査 ｜保全｜辺転｜保安付帯｜ 提害事 位 と 発 生 暗 車

]2 災害事故の原因と

その問題点
失世

見事 F• =Foo Fo• Fo2 FwFo・ ·Fos ’ Fo•

事位 F2 =Foo ・ Fo• ·Fo2 · FwFo• ・ Fos

運転中止 F, =Foo Fo.・Fo2 Fo'’ Fo• タンクならびにその配

改時 F• =Foo’Fo 1・Fo2・Fo' 管にかかわる災害事故は
改怖 Fs =Foo Fo•·Fo2 

図商変更 F• = Foo ’ FD• 
一般の産業施設と同様、成功

図面変更 F' =Foo 設 計 ・製作 ・運転に人間
央世

損害 Fa =F,-o F>..-Fn・Fn・Fn 
エラーカfまったくなく、

事政 F• =F•·o ・ Fn Fn・ FF> 
企画

運転中止 F>0=FFO’Fn ・ Fn 設備の経年劣化に対する

改怖 F"=FFO・Fn 予知技術が発達していて、
改時 Fu=FFO 

災害 Fu=FMo・FM>°FM2 保全が十分に行われてい

事肱 Fu=FMo FM> るならば、災害事故は起

運転中止 F>5=FMo 
きないはずである。

見事 F .. =Fo Fo> 

事位 Fu=Fo ところが残念なことに、

運転融楠 F＞且＝O 人間は過失を犯す動物で

14 
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圧力容器般針製作のフローチャート図3

過負荷運転ミス

4 

' 装置の一生涯

あって、設計・製作・保全 ・運転の各段階におい

て、大小さまざまなエラーをして災害事故を起こ

Bath Tub曲線の分析図2

2 

している。

人間エラーの入ってくる過程をイベント・トリー

(Event Tree ）の形式で図解してみると図 1とな

る。 R.A.CollacottZlは、信頼性工学でいう Bath

Tub曲線を図 2のように分析しているが、図 1と

まったく同じ見解である。

石油タンクによる災害事例の分析図4
石油タンクによる

災害
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図 1、図 2から明らかなように、設 計エラーや

製作エラ ーはその装置の安全性を左右するもので

あるから 、筆者らは設計審査も製作検査も図 3の

ごとく圧力容器なみのダブルチェックをすべきで

あると主張していたが、今年 2月から危険物保安

技術協会が営業開始して、石油タンクについては、

ようやくその方向へと進んできているようである。

しかしながら、現在のタンク ・配管は古くからあ

った ものでいろいろの事故を起こして新聞紙上を

にぎやかにしている。

これまでに発生した石油タンクの事故例をフォ

ルト ・トリー（FaultTree ）の形式でまとめてみ

ると図 4となる。図 4においてO印は水島事故以

後においても発生した事故であり、とくに＠印は

水島以後において初めて

発生した新しい型の災害

事故である。

水島事故によって海上

汚染という新しい災害が

発生して世間を鴛かした

が、今年は地下水汚染、

土壌汚染という新しい災

害が発生して社会問題と

なり、再び盲点を突かれ

たような気がする。

同様に配管についての

災害事故例をフォルト・

トリーの形式でまとめて

みると図 5となる。
2) 

George C.W. は機械

の故障のモー ドを図 6で
2) 

表し、FrenchC.C.J.は

欠陥のモードを図 7のよ

うに表しているが、図 4、

5と図 6、 7とは非常に

よくf以ている。

応溶熱可材材材防 i＆加巣過過
電食応疲腐食 全 雪変サ｜ クリ応熱疲熱 部外地震地盤他工

力接膨幾性 料料問 料錆接工常熱圧

計算設計張 選択違欠陥 工事不良不良 応反持込 腐食力 労腐面食 7~ 力労 荷暴下沈事
化ル 箆風に

のい 不 割 フ ・ よ、、、 良 れ チ 疲る
ス ヨ＂ 労 J傷員“， 

ト
2) 

図6 故障の原因分析

16 

熱
疲
労

図 4の流出拡散の主要

な原因は腐食であるが、

図 6においても、腐食が

災害の主要な原因となっ



図 8は昭和49年 12月水島において発生した瀬戸

内海の広域汚染事故を、政府事故原因調査報告書、

岡山県ならぴに倉敷市消防本部の事故報告書を基

にして、災害分析した結果をフォルト ・トリーに
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災害事故例の分析3 
故障の原因となる設計・製作・組立上の欠陥）図7

まとめてみたものである。

図 8から次に述べるように非常に多くの教訓が

そのうちの大部分は改善対策が立案
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得られたが、

され実施の段階に入っている。

アニュラープレー トは厚くなり、側板との溶(1) 

ている。

今年4月、東京で開催された第 3回圧力容器国

際会議（ ICPVT) 接方法は改善 された。

完成検査は中立的機関である危険物保安技術

協会において行われるようになった。

(2) 

に招待された BAS F社の

Heinz Spaehnは講演会において、故障を起こし

た工場の機器について、進歩した故障分析法に基

盛土の重要性が初めて認識された。水島事件

以前の施工であって、盛土の中に不等沈下修正

の際、使用した栗の盤木を埋め込んだため底板

が異常腐食されて、防油堤内に油が漏洩流出し

(3) おおざっぱ

にいって全故障の半数は腐食に起因しており 、そ

のうちの%が均一腐食であり、 19%が応力腐食割

れであって、 11%が腐食疲労であるという注目す

べき発表を行ったが、Wilson R.W.も表 1のよう

づいて長年調査を継続してきた結果、

た事件、底板の

れる孔を盛土の中に掘り、その埋め戻しを不完

全にしておいたため、水たまりができて腐食孔

面を検査するため反射鏡をい

に発表しており、 H.Spaehnの発表の正しいこと

を裏書している。

故障モード が貫通した事件などが水島事件以後になって発

生している。

タンクの元弁ならびに電動パルプは、緊急時

を考え堤外から操作できるように自主的な改造

(4) 

が行われている。

盛土付近には独立はしごのような構築物は作(5) 

らないようになった。

防油堤の構造について、土手式あるいは地下

タンク式のものが研究されるようになった。

事業所外への流出防止装置（第 2防油堤）が

(6) 

(7) 

設けられるようになった。

火災の場合をも含め、大量に油流出があった

場合の放水に対し、慎重さが要求されるように

モ ー ド 計数 % 

常1品腐食 （331)

高温腐食 (120)

孔食－；淘jれ(106) 622 45.1 

浸食 (50) 

摩擦腐食 ( 15) 

沈殿物 222 16.l 

摩耗、衰HI 187 13.5 

疲労 107 7.7 

焼着 71 5.1 

破壊 66 4.8 

キャ ビテー ション 33 2.4 

I容tJl 21 1.5 

その他 49 3.6 

百十 1,378 100 

表 1

(8) 

ところで、最近石油精製王場で発生した、配管

にかかわる災害事故のほとんどすべては、腐食の なった。

海上流出時の緊急防御体制が、全国的に獲備(9) 影響を受けている。

された。筆者も工場タンク ・配管の安全性は、腐食に影

オイルフェ ンス、油回収装置が全国的に整備

17 

されるようになった。

(lo) 響されるところが多いので、タンク ・酎管の腐食

対策は今後の問題点であると思っている。
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水島事故におけ事瀬戸内海汚染のFTA 図8
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図 9は公害対策として工場排水から硫化水素を

間もなく爆発火災を起こした事件を運転開始後、取り除くため、製品の原料となるべき半灯油に硫

フォルト ・トリ一分析したものである。化水素を吸収させ、最終工程で脱硫するという臭

セー図 9、10から新装置を開発する場合には、その中間の半灯油を一時保管中水装置を開発し、

フティ ・アセスメントがきわめて重要であることに爆発火災を起こした事件をフォルト ・トリー分

た二 つの調査団の意見が一致していなかったよう

なので、図 9では両者の意見を論理和 （or Gate 

ともいう）で結び参考に供した。

図10も公害対策としてアクリル酸メチルエステ

を教えている。

図11は廃油処理工場において爆発火災事故が発

この事故の原因調査に当たつキ斤したものである。

生し、 付近の住民を含めて死亡 7名、 重傷 1名を

出した事件をフォルト・トリ一分析したものである

が、この図から次のように多くの教訓が得られる。
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図 9 半灯油タンクの火災事故発生の経館

半灯油タンクの爆発火災

臭水装置を通過した半灯油は工場排水から多分の硫化水棄を吸収し、タンク内
で硫化水素を分離していた

臭木装置を開尭したときのセフティ・アセスメン卜が不十分であった

図10 アクリル被メチルエステルタンクの爆発火災事故

発生の経線

脱臭搭から高温 I lコンルー75'レク内には爆発

ガスが逆流 I l性ガスが充満していた

活性炭は吸着熱を llアクリル酸メチルエステルの

発して高温になる llタンクは窒素を封入しないと

爆発限界の気相となる

脱臭塔を開発したさいのセフティ・アセスメント

が不十分であった

(1）廃油を蒸留する場合、タンクは気密、にして、

蒸発ガスの回収装置を設けねばならない。

(2) 蒸留タンクからの漏洩を予知できるような検

知器を設備しなければならない。

(3) 蒸留タンクから万一漏洩した場合を予想して、

室内の電気機器は防爆構造にしておかねばなら

ない。

'77予防時報tit

(4) 蒸留タンク、回収タンク、受入タンクは、た

とえタンク火災になったとしても初期消火ので

きるような防消火設備をイ蒲えていなければなら

ない。

(5) 蒸留タンク、回収タンク、受入タンクのいず

れかタンク火災になっても、隣接タンクに延焼

しないようにタンク間距離を保有しておかねば

ならない。

図12はクロルスルフォン酸タンクの緊急しゃ断

弁の作動が不良になったことが引き金となって、

爆発火災となった事故をイベント・トリーで分析

したものである。イベント ・ト リーはある引き金

的事象から、事後措置を失敗か成功かに分けて分

析していく手法である。

図tt 廃油処理工場（400t／月）の爆発事故

廃油処理工場における爆発

死亡7名重傷 l名

図12において、 ABC  Dまでの段階は成功であ

ったが、 EF Gの段階で失敗して死亡事故となっ

ている。しかしながら、途中の操作の在り方によ

っては16種類の結果が予測され、この事件はその

うちの12番目の種類に相当する。

図 12によれば、重大事故になるような機会が 7

回あって、中毒のようなひやり事故で終わる機会

が 7回もあることが分かる。ひやり事故と重大事

故とは紙一重であり、工場内のひやり事故に注目

19 
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図12 クロルスルフォン酸タンク（容量110t）の爆発による 3名死亡事故

＠ 

。
7ロルスルフ方
ン般を工場内の
地タン？に特す

⑮ 
残留するスラリ
:IJ;クロルスル

フ宥ン般に怯々
に佳ホして加水
分解させる

（車功）

S02CI (OH）を
H2SO‘とHCl に
転換

哨煙するのを確
かめて大量に註
水する

タロルスルフ方ン般が暗留すれば危険である

格さずに車怠しゃ断＃時理すれば非常に危睡である

点鞭聾惜しないと緊急時に；見書を起ニずであろう

図13 CMA(4ークロル 2 メチルアニリン）製造装置の爆発事故 （死亡 3名、負傷3名）

。
マンホールを聞いて作業する

マンホ ルを聞いて作業

ガス切断

注 ・矢印は実際の経過を示す。 i威圧蒸留を行っているが、紹出液が黒ずんだのは空気が漏れたからである。

パルプに凶晴防止装置がついておれば附闘で信かった

低枯庄でむ運転できるようになっておればよかっと

虚功

成功

成功

庇功

庇功

嘩尭のおそれ 6

中毒

中毒

場尭のおそれ 9

•1＞毒 10

中毒 II 

曜尭 12 

災害のおそれ13

見事のおそれ14

~害のおそれ15

~害のおそれ16

ベ パラインを閉にしても宜%が漏れ主ければよかった

残i宜処月1憎
からの留出

摘が姐1ずん

でいるのを

知る

(0制0)

桟量回0! 

ペーパライノを l~I にし if11'1 しておれIiよかった

型店.：，貯憎に継続送人しておれば盟品貯柵でJill屈を起こしたかも知れ伝い

図14 エチリデンノルボルネン製造装置火災事故（死亡2名、負傷2名）

注 ・矢印は実際の経過を示す。 VNBはビニルノ Jlポルネン、 DAはディールスアルダー、DCPDはジンクロベンタジエン。
i聖伴機を 1時間!J.J運転し．プロ y ク弁を総リ出しl制閉してIUJを凋闘すべきであった

節分的停止をし〈よければ別町市位が起きたかむ知＂＇＇い

しなければならないことがわかる。

図13は 4ークロル、 2 メチルアニ リン製造装

置の爆発事故発生の経過をイ ベン ト ・トリーで表

したものであるが、災害事故は数回の失敗の操作

が積み重ね られた結果であることが示されている。

ならなくてもひやり事故があれば、災害発生の前

兆 と見なさなければならないことが示されている。

4 安全性の評価

図14はエチリデンノ ルボルネ ン製造装置の火災 災害事故が発生して初めて気がつくことが多く、

事故発生の経過をイ ベン ト ・ト リーで表したもの いつ も災害事故に教えられ、新しい災害が発生す

であるが、図13と同様死亡災害は数回の失敗の連 るたびに賢くなって、安全性は向上する。

続があって発生している こと、 たとえ災害事故に しかし、過去の災害事故の後追いばかりしてい

20 
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失敗 F•・

図15 禽食孔からの油漏洩事故に対するETA 

イベント ・トリーを構成する

案されている。

(1) 

ては、いつまでたっても災害を絶無にすることは

できない。そこで、災害を先取りするためにフォ

ルト・トリーとイベント ・トリーの手法が用いら フォルト ・トリーを構成する

フォルト ・トリーを定量化する

(2) 

(3) れるようになった。

イベント ・トリーを定量化する(4) アメリカの原子力委員会の報告によると、次の

これらの結果を総合して技術判断をする(5) 手順でセーフティ ・アセスメントをすることが提

たとえば、石油タンクとは腐食との戦いであっ

て、いつかは腐食によって耐久寿命が尽きるもの

といわれている。したがって腐食による油漏洩の

確率は非常に高い。そこで油漏洩を引き金とする

災害をイベント・トリー分析すると図15となる。

図15において、④⑤⑦⑬⑪の場合は地域住民に被

害を与えることになるので、発生確率は10-7以 下

に抑えねばならない。しかるに⑤の確率は地盤に

よっては楽観できない数値である。地域によって

は浸透拡散防止の措置を至急とる必要があるよう

に恩われる。

図16は石油タンクからの油の大量海上流出事故

を頂上災害としたフォルト ・トリー分析であるが、

このような災害の発生確率を10-7～ 10-s以下にする

ためには、タンクの信頼性を高めることも必要で

あるが、防油堤、第 2防泊堤、防災体制のような

冗長方式に依存しなければならないことがわかる。

たけやす／横浜国立大学工学部）
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図16 石油タンクからの油の大量海上流出事故のFTA 
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最忠事態を想定 l

スイスの民間防衛を見学して

一昨年の夏、スイスのジュネープに国際民間自

衛機構 (InternationalCivil Defence Organi-

zation）を訪れ、郊外にあるスイスの民間防衛組織

の研修所に案内されたことがある。ちょうど夏休

みに当たっていたために実際の研修状況は見学で

きなかったが、私たちが驚かされたのは、戦争、

とくに核戦争をた！定した地下室 を主体とする守り

の体制であった。研修所の地下室は、細菌化学兵

器、放射能や熱にも耐えられるよ うに完全しゃへ

いし、爆風圧や震動にも耐えられるよう強固なも

のとし、いざという時のために脱出口を用意し、

避難所内で 2週間程度は生活できるように換気装

置、十分な食紛と水を備蓄し、というように、核戦

争を主体とする全面戦争に巻き込まれるという最

悪事態に対して用意されたものである。 この地下

室には、食料、医薬品、衣料、寝具、食器等、およ

そ生活に必要なものはすべて整えられており、便器

なども持ち歩き可能な簡易便器が用意されていた。

スイスでは、人口、1,000名以上の自治体につい

ては、国の法律により避難所を建設する義務が謀

せられており、公共・個人を問わず地下長建設には

大きな力を入れている。避難所の建設費用につい

ては、連邦、州、市町村がその75% を負担し、 一

般家屋の地下室 も年々増加しているという説明を

受けた。

スイスには民間防衛組織法が制定されており、

国防軍に召集されない20オから60オまでの男子は

民間防衛組織に参加する義務があり、これは強制

的に行われる。60オ以上の男子、 16オから60オま

22 

での女子、 16オから19オまでの青少年については

民間防衛組織に志願することができ、 H：意的なも

のとなっている。民間防衛組織に編入された者は

一般の人は 3日間、幹部は12臼問、研修所におい

て、非常時の情報伝達、消防、衛生、被災者救湖、

核 ・化学兵器対策、補給というような点にわたっ

て訓練を受ける。 これらからもうかがえるように、

スイスがこのような民間防衛を組織している最大

の主眼は国土防衛であり、一方では、武装し訓練

された正規箪としての国防軍が外敵に当たり、他

方では、徴兵義務のない男子と女性が自己防衛に

当たるという、 2本立ての挙国一致体制を生み出

している。

スイスのこうした民間防衛組織を見学し、いろ

いろな説明を受けての篤きは、精神の緊張性の高

さと思考の率直性ということであった。

2 精神の緊張性と

思考の率直性

まず、精神の緊張性の高さということからいえ

ば、スイス国民にとっては、祖国・自由 ・民主主

義は、全国民のすべてが各自の肉体と知恵を注ぎ

込んで守るべきものであるという点についてのコ

ンセンサスの一致がある。祖国・自由 ・民主主義

は、何としても守り続けなければならないもので

ある。 しかしながら、それを守り続けることは、

またいかに困難であるかということの認識の強さ

は、私には恕像のつかぬ強さであった。私は昭和

19年の生まれであるが、正直に告白すれば、私自

身にとっては、祖国 ・自由・民主主義という 言葉

は、別に引き締まるような精神の緊張を覚えさせ
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るような言葉ではない。私など「祖国」という言 3 日本の問題として
業を使うには一種の気恥ずかしさを感じ、人の目

を見つめ胸をはっていえる言葉としては持ってい

ないし、自由にせよ、民主主義にせよ、私自身の

日常生活にまでかかわり合ってくるほどの内実を

った言葉として受け止めているわけではない。

だが、スイスには、祖国 ・自由・民主主義が個

々の人間の日常生活にまで及び、確かなまま盤があ

る。それが、しかし、なぜなのかということは、

私にはとうていわからないことであり、ただただ

賞者嘆するばかりであった。

次に、思考の率直性ということからいえば、政

府が、祖国と自由と民主主義を脅かすものには、

こういうものがある、それに対してはこういうこ

とをしなければならない、そのためには政府には

いろいろ用意があるということの表明の率直さは、

日本では考えられないことであった。祖国と自由

と民主主義を脅かすものにはどのようなことが考

えられるのか、この問題は考え出せばきりのない

ことであり、突き詰めていけば、最悪事態を想定

するということは論理的必然となる。そしてまた、

スイ スの民間防衛の基本は、この最悪事態の想定

の上に成り立っている。

祖国と自由と民主主義を脅かす最悪事態とは何

か。 それは全面核戦争であり、細菌戦争であり、

問あられと降ってくる爆弾の問であり、ダムの破

媛であり、装甲車の践捌であり、軍靴による占領

であり、洗脳工作であり、みせしめのための無差

別大量虐殺である。 スイス政府は、こうした起こ

り得る事態に対して、なに一つ包み隠しはしてい

ない。それは最悪事態としては当然起こり得る事

態なのであり、起こらないとか、起こらないよう

に努力するといつでもなんの意味もないことであ

る。 まさか起こらないだろうとか、そこまで考え

たら対策のうちょうがないから考えるのをよそう

というような思、考ーはそこにはない。

最悪の事態まで考えてみる。次に、ではその時

なにをすべきかを考えてみる。そして、では、そ

の時にすべきことができるためには、今なにを用

意すべきかを考えてみる。というように、非常に

率直な思考の基に、スイスの民間防衛は成り立っ

ていると感じられた。

祖国 ・自由・民主主義をいかに守るかという国

土防衛をめぐっての論議はさておき、ここでは日

本の問題として、｜りj災問題について考えてみたい。

現在の日本で、 1;;1j災問題ははたして人々の聞に

精神の緊必をもたらし、率直な思考が社会化して

いくような基盤をもっているだろうか。

まず指摘されなければならないことは、現在の

日本では、防災はあまりにも目的化されすぎては

いないかということである。防災はあくまで手段

であり、それによ って何を目指しているのかとい

うことが実は最も大きな問題であるはずである。

地震問題を始めとして、防災問題は大きく取り上

げられてはいるが、しかし常に明らかにならない

のは、それによ ってなにを目指そうとしているか

ということである。

現在の日本では、防災＝人命の確保であり、そ

れは一点の疑問もさしはさむ余地はないように見

える。だが、なぜ人命の確保が重要なのかという

ことの問い詰めはない。

私自身、生命の尊さということは知つてはいる。

しかし、それはただ知っているだけのことである。

生命の確保の問題は、ただ単に物理的な意味で

の生死の問題だけではない。ある場所に生活する

場合、私たちは見知らぬ人々も含めて、他人とあ

る関係を築きたいと願っている。事故災害を憎む

べきなのは、物理的な意味での生命が奪われると

いうことと同時に、それによって私たちが築き上

げたいと願っている他人との関係がぶち壊される

からなのではないだろうか。

このように考えると、スイスの人々が大切にし

ているのは、実は、そこにおける人間同士の関係

に対してであろう。自由、民主主義という人間同

士の関係を守るために民間｜坊f街も組織されている

のであ って、決して一人一人の人間の物理的な意

味での生命を守るためのものではない。物理的な

意味での生死についていえば、祖国 ・自由 ・民主

主義を守るためには、犠牲もやむなしということ

は、はっきり表明されているのである。

日本で防災が真に社会的に実体化していくため

には、現在の生命の尊さ一本やりの問題提起から

23 
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さらに一歩進んで、人間同士の関係のあり方を問

うものにならなくてはならないだろう。 その日寺初

めて、防災は人々の聞に精神の緊張感を与えるこ

とができるものとなろう。

次に、思考の率直性ということについていえば、

最悪事態を想定するというスイスのやり方は見習

うべき点が多いと恩われる。

日本の場合、対策との関係でいえば、最悪事態

を想定すればすべての対策がむなしく見える とい

うような構造となっている。したがって、手持ち

の対策でできる程度の被害恕定、状況だ；l定程度で

やめておこうとする傾向がないとはいえない。 し

かしながらスイスの場合、全面核戦争に巻き込ま

れるという最悪事態を想定しつつ、なおかつ日常

的な訓練、地下室づくり、備蓄というような行為

がむなしくないという形になっている。 これは非

常に大きな驚きであった。 たとえば、東京での大

地震問題はすでに十数年も前から指摘され、大地

震が発生すれば東京全面が火の海となるような最

悪事態の可能性は、スイスが全面核戦争に巻き込

まれることよりは、はるかに高い確度でいえるこ

とであると恩われるが、こうした最悪事態を考え

た時、消火訓練、食料 ・水等の備蓄、家具の点検

というような行為をなんとなくむなしく感じるの

は私だけではあるまい。

一方では最悪事態を想定しつつ、 他方ではそれ

に備えての日常の活動がむなしいものであるどこ

ろか生き生きとして楽しいというような状況を生

み出すためには、どうすればいいのかということ

は、草L自身はまだわからないことである。 しかし

ながら、これは防災問題にとっては最も根本的な

問題であり 、こうした状況が生み出されない限り、

安全な町はっくり出せないだろう。

日本の場合、公的機関が最悪事態を想定して公

表したとすると、最悪事態になること自体がけし

からん事だという議論に偏り勝ちであり、なるほ

ど、もっともだと冷静に受け止める土壌はない。

スイスの場合、全面核戦争という最悪事態は可能

性として冷静に受け止めているわけであり、核戦

争はけしからんとわめくことは何の役にも立たな

いことを、人々はよく理解しているのであろう。

戦争の例で考えれば最もよく説明できょうが、日
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本の場合、戦争はけしからんという声は国々に満

ちているが、では、実際に戦争が起こって日本が

巻き込まれた場合はどうするのかということは、

実はだれもあまり真剣には考えてはいない。

最悪事態にさせないために最大限の努力を行う

ことと、最悪事態に備えて最大限の努力を行うと

いうことは、別のものとして考えられなければな

らないと恩われる。スイスは永世中立国として積

極的な国際友好外交を展開して、自国が戦争に巻

き込まれないための努力を最大限行う一方、国内

では国防箪を整備し、民間防衛を組織し、戦争に巻

き込まれた時のための努力も最大限に行っている。

しかしながら、 日本の場合、 起こさないため

の努力を行うことと、起こった時のために努力を

行うことを分けて考える 2本立ての思考形態は社

会的になじんでいないように息われる。というよ

りも、現実には、起こさないためにこういう対策

がうってあります、だから起こった時のことは考

えなくてもよいですという形で、防災対策が進め

られているように見える。しかしながら、こうし

た理屈の展開は、思考停止をもたらすという意味

で非常に危険なことであると恩われる。

たしかに、 一方では災害を起こさないための対

策を行い、 他方で災害が起こった場合の対策を行

うということは、費用効果を考えれば非常に非効

率なことのように見える。 そして、経済効率を考

えれば、起こさないように起こさないようにとい

う論理展開が主流となるのは当然であるし、その

流れでつくられてきたのが日本の都市である。 し

かしながら、大地震というような超異常事態を考

えると、これまでの者日市づくりがE皮たんをきたし

ていることは明らかであるし、経i斉的にいっても、

本当に効率的な都市づくりかということは疑問の

あるところであろう。

経済効率を問い直し、安全な町づくりを進めて

いくためには、災害を起こさないための対策と起

こった場合の対策を分けて考える思考形式、とり

わけ、最悪事態を想定しながらも、なおかつ、そ

れに備えての日常的な行為がむなしく感じられな

いような思考形式を身につけていくことが必要で

あると思われる。

（ひらい くにひこ／防災都市計画研究所）
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はじめに

平賀源内が「亥ljみたばこ用点火器」を発明した

のが、今から200年程前の1772年だという。

ゼンマイ式パネの力で鉄片により火打石に衝撃

を与え、その火花でもぐさに着火させる方式のも

のであり、そのメカニズムも精巧で、外観体裁も

大変優美なものである。発火石が火打石から欽と

セリウムの合金になり、もぐさが火縄からアルコー

ル、ベンジンに改良されたオイルライターが欧米

で初めて売られたのが1910年ごろで、このオイル

ライターが産業として、緒についたのが1927年ご

ろである。

現在、日本の市場ではあまりお目にかかれない

が、オイルライターは素材や機構の改良がなされ、

世界的にはいまだ根強い需要がある。 燃料に液化

石油ガス（ブタン）を使用したガスライターが1960

年ごろから商品化され、その後は圧電式・バッテ

リ一式・ IC式というように、シガレットライター

の着火機構は高級化されつつ多様化して現在に至

っている。

ライターの機構が複雑になり、高い技術手法に

よる商品開発が進む過程で、 1970年ごろから登場

した使い捨てライター（DisposableLighter）は

その趣を変えている。

ガスライターとして燃料であるブタンガスが充

てんされた燃料タンクとガス放出弁、およびとの

ガスに点火する発火ヤスリ機織の必要最少限の機

能により構成したのが使い捨てライターである。

岩 有

ライターを機構的に考察したとき、オイルライ

ターと使い捨てライターは、その機構がシンプル

であり、かつコストが安いという共通の面がある。

冒頭にライターの発祥から述べたのは、ただそ

の発展の沿革をご紹介するためでなく、ライター

の安全性について考える時、これらの過程が非常

に重要な意味をもっているからである。

ライターの使用上における事故は、オイルライ

ターと使い捨てライターに主として発生してきた。

表 1は、米国消費者製品安全委員会（ Consumer

Products Safety Commission= CPSC）が発表

表 1 NEISS傷書データ（型別・原因別）

1975年8月から1976年7月
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したタイプ別の事故統計である。

この表は、 1975年8月から1976年7月までに Cp 

s Cに報告された471牛のライターに関する事故を

ライターのタイプ別と原因別に統計されたもので

ある。

ライターのタイプのうち、オイルライターが36

%、使い捨てライターが43%、両者合わせて約80

% を占めている。

ライターの安全基準は、このように事故の多い

オイルラザターと使い捨てラ イターの事故を減少

させることを一つのねらいとしているのが現状で

ある。

ライターの安全基準

シガレットライターの消費者安全基準は、世界

の主要国で進められているが、第一に触れておか

なければならないことは ライターが国際流通商

品である点である。

日本で製造されたライターは、圏内はもちろん

世界各国に輸出され、また外国製ライターも世界

各国から輸入されているし、世界各国相E聞にお

いて輸出入が行われている。

当初は、各国それぞれ独自な観点にたって安全

基準の作成作業が開始されたが、その審議の過程

で、各国安全基準の内容に大幅な差異が生じたと

きは、流通上の障害になるのではないかという懸

念が生じ、このため安全レベルの調繋が必要とな

ったが、実際には米国の安全基準作成会識がこの

調整の場として機能してきた。

なぜならば、米国の安全基準は民間の自主的機

関である米国材料試験組合（American Society 

for Testing & Materials= AST  M）において

作成作業が進められており、この会議に世界各国

のライター製造会社、販売会社、ライター組合が

参画し、 1973年から12回にわたって開催され、国

際会議の性格をもつに至っているからで、この会

議を利用して、各国の代表は、自国の安全基準の

進ちよく状況等を各国メンバーに報告し、かつ自

国の規制水準を米国基準に盛り込む努力がなされ

たため、結果的には調整の役割を果たすことにな

った。

現在ライターの安全基準は、日本 ・米国・カナ

26 

ダ ・ECにおいて進められているが、上記したよ

うな理由により、以下に米国より順次紹介するこ

ととする。

米国安全基準

CPS Cは、 1973年 8月安全基準候補品目にラ

イターを取り上げると表明し、さらに周年11月か

らNEIS Sによる事故調査を開始した。

CPS Cの意向を受けて、米国のライターメー

カ一、ディストリビューターが一堂に会して、ライ

ターの安全基準を作るべく、フィラデルフィ アの

AST  Mで第 1回会議を周年12月13日に開催した。

この第 1回 A ST  M安全会議において、米国に

輸入販売されているライターの外国メーカーも会

議に参画すべきである旨の決定により、第 2回以

降は日本、 ECからも代表団が参加した。

これによって、A ST  M会議は全世界のライター

メーカーと消費者が参加したライター安全基準作

成の国際会議となったわけである。

ライタ一安全基準作成の発端が、使い捨てライ

ターの事故によるところから、対象範囲を、使い

捨てライターに限るべきだとする意見と、全ライ

ターに拡大するのが相当だとする深刻な論争が行

われたが、結果的には全ライターに適用する安全

基準を作成する方向に決着し、対象ライターの範

囲を以下のように定めた。

ASTMF-400・75

米国ライター消費者安全基準の対象の範囲

本消費者安全規程は、炎を作るすべての消費者

製品をカバーするものであり、それらは、 一般に

はシガレットライタ一、パイプライタ一、シガー

ライター（葉巻ライター）として知られるもの、

および2、 4において規定されるごとき装置であ

る（ 2、4 ：ライターとは、石油化学誘導物を燃

料として用い、手によって操作されるところの炎

の製造装置であり、通常はシガレット、パイプ、

葉巻の意図的点火に用いられるものであり、紙、

しん、ろうそく、およびランタンのごときものに

点火するため使用することも予測される）。

マッチおよびシガレット、パイプ、葉巻用でな

く単に点火器具としてのみの製品は、とくに本安



全規程からは除かれている。

1. 本規程はライターの通常的使用に対して理屈

にかなった程度の安全保証するための条件、

また このようなライタ ーについて通常の理

屈からみて予見し得るような消費者によ る誤

用を明確にするためのものである。

2. ライターというのは炎を作り出す装置である

から、それはほかのすべての炎源と同じよう

に、消費者にとって潜在的危険をもたらす可

能性を有するものである。

本規程はすべての危険を除去し得るものでは

なく、む しろ消費者が使用した場合における

ライターの潜在的危険を最小限にするよう意

図されたものである。

ライタ ーの消費者安全基準で最大の問題点は、

ライター使用者のノーマルユーズ （通常の使用状

態 ）とミスユーズ（誤使用）をどのように区分す

るかという点であり、このことの背景には、安全

上の基準がライターの商品性を損なうという制約

をどのよ うに克服するかという問題である。

点火具としてのライターを考えてみると、使用

者は、ライターに点火する時、便利性、使いやす

さを要求するが、反面こ のことは、危険性につな

がるからである。

ライターは炎を作り 出す裳置であるから、すべ

ての炎源と同じように消費者にとって潜在的危険

をもたらす可能性がある。

使利性、使いやすさの追求は、 ライターの潜在

的危険性に伴う制約を当然受けなくてはならない

という宿命を持っているといえよう。

これらノーマルユーズとミスユーズの区分、潜

在的危険の可能性をどのようにして最小限にする

かという問題は、ライターの製品責任（Products

Liability）において、安全基準の果たす役割にも

つながる基本的な課題である。

これらの点について、米国のライタ一安全基準

では、対象の範囲を可能な限り 明確にすべく努力

がはらわれた。

このようにして米国安全基準の作成作業は1975

年末まで 9回におよぶ会識を経て進められ、 1975

年12月31Elに「AST  M規程 F-400-75Standard 

Consumer Safety Specification for Lighters 
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（ラ イターの消費者安全基準）」 が制定されて同時

にこれが発効し、現在自主規制として運用されて

いる。

米国においては、すべてのライターがこの基準

に合致したもの として販売されており、日本から

輸出されるものも、この安全基準に沿ったもので

あることはいうまでもない。

しかし AS T M F-400-75は、 CPS  Cの最終的

な同意を得るに歪らなかったため、現在、さらに

厳しく改正するための作業が続けられており、最

終的な基準は、本年12月に開催される第13回 As 
T M会議において決定される予定である。この安

全基準の内容は、 一般的必要事項 （炎の長さを規

制J）、構造上の堅ろう性に関する必要条件（耐圧、

落下、耐熱性等）、そのほか説明書および注意書等

が規定されている。

とくに説明書 および注意書では、ライターに表

示または添付すべき事項を細かぐ行き届いた方法

で規定し、とくにすべてのライターには「Keep

out of reach of children （子供の手の届かない

所に置いて ください）」 という文言 を、とくに目立

つようにカ ラー、ゴジック等で表示することが義

務づけられたことは、消費者教育上特筆されるも

のである。

次に、 AST  M安全基準 とCPS  Cの関係につ

いて説明する。

AST  Mのライタ一安全基準会議には、米国内

のメーカーやディストリビューターはも ちろん、

日本、 EC諸国からも進んで参加していることは

前述のとおりであるが、どの会議においても、 C

PS  Cの担当官が必ずオブザーパーとして出席し

必要な助言や注意を与えている。

このことは、 AST  M基準は制度上か らみれば

民間の自主的基準ではあっても、 CPS  Cがこの

AST  M基準を消費者安全に関する国の施策のガ

イドラインとして採用するという意思の表れとみ

てもよい。

さらに、 CPS  Cが行使することのできる市場

からの危険な製品の排除権とAST  M基準との関

連において、 CPS  Cは審識の過程において、こ

のAST  M基準を高く評価するとともに、排除権

の行使にあたってはガイドラインとして採用する
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ことを明言 している。

また CPS  Cは、 1977Volumes No. 5のNEI 

SS  Newsで、 シガレ ッ トライターの消費者安全

について CPS  C基本方針を発表しているが、こ

のなかで、 AST M安全基準の果たしている役割

について高い評価を与えている。

カナダの安全基準

カナダ消費者安全委員会（Consumerand Cor-

po rate Affairs = C CA）は各国の安全基準の

審議の推移を見定めながら長期間にわたる調査検

討の結果、 1976年 5月 シガレ ッ トライター安全基

準案を公示した。

この安全基準案に対して各方向から異議申し立

てがなされたため、安全基準会識が本年 5月から

開催され本年末までには成案を得るべ く審議が進

んでいる。

カナダの シガレ ッ トライタ一安全基準は、危険

製品法（ Hazardous Products Act）に基づいて

制定されるものである。 この基準は、米国の As 
T M安全基準とほぼ同等な水準であり、米園、カ

ナダ聞の商品流通の障害になることを避けるよう

cc Aの配慮がうかがえる内容である。

最近に至って公開の審議が開始されたことによ

り、安全基準の施行方法等が流動的であることが

わかったので、現時点においては本年12月の As 
T Mのライタ一安全基準会議の結果を待っている

段階である。

ヨーロッパの安全基準

ヨーロッパにおけるライタ一安全基準の作成作

業が開始されたのは、 1974年12月西ドイツ工業規

格協会（DeutschesInstitut Fur Normung e噌V,=

DI N）が、シガレ ッ トライタ一安全基準第 1次

案を発表したことに始まる。

この DIN基準の発表を受けたヨーロ ッパ各国

は、各自、独自のライタ一安全基準作成の作業を

開始する動きをみせたため、ヨーロ ッパ各国のラ

イター製造会社で権成する西欧ライターメーカー

協会が、 1975年12月ヨーロッパ統一 の安全基準が

設定されるべきであるとする決議を行うとともに

1976年4月、ヨーロッパ規格委員会（CentreEuro-
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peen de Normalisation=C EN）に対し、ヨー

ロッパ基準 （CEN基準）作成の申し入れを行っ

fこ。

CE  N当局は、 CE N安全基準作成の可否につ

いて加盟国にはかったところ、 1976年 9月に加盟

15か国一致の賛成を得て、統一基準の作成を決定

した。 この決定によって、西独 DINの基準作成

作業は中断された。

本年4月に第 1回 CE N安全基準会議が開催さ

れ、その後数次にわたる会議を経て、現在最終案

の策定を行っている段階にある。

CE  N安全基準の、現在までに発表されている

内容は、米国のAST  M基準とほぼ同等であり、

運用方法として、当初のうちは自主規制を目標と

している。

日本の安全基準

最後に、日本におけるシガレットライターの安

全基準について、触れることとする。

日本における安全基準作成の作業は、昭和48年

(1973年 ）6月 6日施行された「消費生活用製品安

全法」に基づき、同年10月使い捨てライター （携

帯用簡易ガスライター）が対象品目として指定さ

れ、製品安全協会に安全基準調査研究委員会が設

置されたことに始まる。

使い捨てライターは昭和45年 （1970年）ごろより

製造販売が開始されたことは冒頭で記述したとお

りであるが、当初は製造経験も浅く、技術的に未

知な点があったため、 一時期に事故が発生したこ

とから安全基準の対象品目になったものである。

しかし最近では、製造技術 ・品質管理も飛躍的

に向上し、事故もきわめて少なくなっているが、

消費者安全に対し万全を期し安心して使用される

ように、 SG製品として近く運用が開始される予

定である。

日本は外国市場とは異なり、オイルライターは

ほとんど販売されていないことと併せて、 一般 の

金属製ライターでは事故が皆無に近いことから、

消費生活用製品安全法の対象には使い捨てライター

のみが指定されたのである。

基準の内容は、米国 AST M安全基準とほぼ同

等の水準で決定される予定である。



このことは、ライターが国際流通商品であるこ

との商品性を考慮されたものである。

昭和51年の日本における使い捨てライターの生

産は約2億個であり、そのうち50%が圏内におい

て販売され、また外国より輸入されたものが約14

万個程である。

このような国際流通性を考慮、し、米国A STM 

安全基準の作成作業が国際的．なスケールで進めら

れており、日本からも第 2回AST  M会議以降、

第12回にわたってこの会議に出席しており、また、

E C、米国よりも日本の安全基準に対する規制水

準の統一化の要請がなされていることにより、 A

ST M安全基準とほぼ同等の水準となったもので

ある。 もちろん外国の安全基準が変更された時は、

当然日本の安全基準もこれに同調して改正される

べきものであることはいうまでもない。

なお、米国安全基準 AST  M F-400-75 が制定

された昭和50年より圏内において販売されている

使い捨てライターは、ライター製造メーカーの申

し合わせにより同基準に準拠し製造されている。

むすび

シガレットライタ 一安全基準に関する世界の動

行は以上のとおりである。

総括すると、日本 1・米国 ・ヨーロッパにおいて

1973年ごろから安全基準作成作業が開始され、約

4年余の審議期間を経て、本年末から来年にかけ

て最終基準を決定する段階にあるが、この問、各

ライターメーカーおよび各国のライター協会は、

安全基準会議参加のための費用はもちろん、調査・

研究・試験のために膨大な費用と時間を費やして、

消費者安全に真剣に取り組んでいることもご理解

いただけたことと恩Lう。

喫煙者にとって、ライタ ーはポケ ットの中また

はテーブルの上と、常時身辺にあり使用される外

的条件も広範囲なものである。したがって、潜在

的危険をもたらす可能性をいかに最小限度にする

かということが、安全基準作成のテーマでもある。

この技術的課題を克服すべく、各製造メーカーは

膨大な設備 ・研究投資を行い、安全に対する技術

のレベルは飛躍的な向上を遂げた。

しかし、シガレットライターの商品性としての
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宿命、いわゆるライターの便利性、使いやすさと

安全性との因果関係を、いかに調整し解決を図る

かということ、この商品安全工学上の追求はこれ

からもたゆむことなく継続されるべき課題である。

「火」は人類文化に大きな役割を占めてきたが、

反面、人間には本能的ない怖感がある。

ライターの事故に対し、とか く新聞・雑誌等の

報道機関が興味本位に、それも誇大に取り上げる

傾向があり、事故の原因等を専門的立場から調査

してみると、間違った報道がなされている場合が

あることは非常に残念なことである。

消費者に誤った認識を与えることを避けるため

に、安全基準の審議においては、消費者にライター

の安全性をどのような手段で周知させるかという

ことが必ず問題となり、たとえば米国では、 Safe-

ty Letterが事故原因について、その内容を詳細

に取り上げるようになったことは、消費者に対す

る有効な周知手段のーっといえよう。

最後に、最近米国において、生産物賠償責任保

険が重大な局面を迎えているが、この問題はシガ

レットライターにも波及している。

本年3月に東京で開催された「米国消費者製品

安全法国際会議」において、 CPS  Cの J・パイン

トン委員長が保険問題に触れて「保険パニックを

鎮静化するために、 CPS Cの NEI S S情報は

有力な手助けとなるだろう。それは、保険会社が取

り扱う商品の安全性についての情報が不足してい

ることにも起因しているからである。不足してい

る情報は NEI S S情報で補完することが可能か

もしれない。」と発言 したことは注目にイ直すること

であろう。

シガレットライターの米国安全基準を審議する

過程で、 NEI S Sデーターを分析する特別の作

業班と小委貝会をAST  Mに設置し、事故情報に

ついて追跡調査まで行って安全基準に反映させる

努力がなされた。

以上のように、シガレットライターの安全性に

関して払われた努力は必ずや完結し、ライターに

対する保険パニックの波及を回避し、事故が根絶

することを確信するものである。

（くろいわ たもつ／日本喫煙具協会）

29 



災害iこおける統計利用の問題点

1 まえカずき

災害の問題を統計的手法によって解析するとい

った事例は、これまでにも出火危険度、類焼モデ

ル、交通事故分析など数多くのものがあるが、東

海地震をはじめとする大災害の話題がクローズ・

アップされるに及んで、災害研究における統計的

手法の需要が最近急激に増加してきているように

恩われる。 ここでは災害の研究に統計学を応用す

るうえでの身近な問題点を幾つか拾い出して、そ

れに関する私見を述べてみることにする。

2比例式

統計学は現象解析のための一つの手段であり、

いろいろの分野に応用されているのであるが、こ

れが常に正しく適用されているかというと、残念

ながらかならずしもそうではない。数字を使って

ものをいうことは一見科学的のように見えるので、

これを悪用してとんでもないことを言い触らし、

世の人を惑わすなどは、もっての外のことである。

それほどの悪意はなくとも、苦し紛れに怪しげな

数字をひねくり回してもっともらしい顔をするの

は行政機関の常であり、少ない実験データを無反

省に計算機の中に放り込み複雑怪奇な処理を行っ

て無理やりに都合のいいような結論を求めようと

するのは、若い研究者の通弊である。災害の分析

となるとデータが乏しいだけに、この傾向はいよ

いよ激しくなる。

30 

「大正12年の関東大震災の時には、東京で131件

の出火があった。現在の東京は、当時に比較して

人口や建築物の伸びで約 3倍から 6倍となってい

る。 ゆえに、現在閉じような大地震が東京に起き

たとすると、出火件数は400件ないし800件程度と

なるであろう 」。こんな意見があると思うと、また

一方では次のような意見もある。「十勝沖地震の際

には石油ストープによる出火が 7件あった。石油

ストーブの使用個数からみると、東京ならば2万

件以上の出火があったに違いない」。この二つの推

定出火件数の問には30倍ほどの聞きがあるが、推

論の方法はま ったく同ーである。 つまり 、Aとい

う時点または場所で起こ ったただ 1回の事実を基

にして、 Bという時点または場所で同じような事

が起こ った場合の結果を比例式を用いて類推して

いる。 この方法は計算が簡単なために日常我々が

よく用いる手であるので、少々その内容を吟味し

てみよう。

家屋の戸数、または石油ストープの数など、あ

る特性に関する Aの値を N(A）、Bの値を N(B)

とし、大地震の際、 N(A）のうち K(A）の火災が

発生したとすると、 Aでの火災発生率 Pは、

P = K(A) － N(A) 

で表される。 この値がBでも同じであると仮定し

て、 Bの出火件数 K(B）を

K(B) = P・N(B)

によ って推定するのが上記の方法であった。

この方法によって、正しい推定値が得られるた



めには、次の二 つの仮定が満足されなければなら

ない。

1. AとBとの違いは大きさだけであって、家

屋構造 ・生活用式などその他の特性はまっ

たく同ー である。

2. 火災発生率 は時聞が経過してもまた場所

が変わっても常に一定である。

この二 つのうち第 1の条件を満たすと仮定する

ことが非常に無理であることは、だれしも気がつ

くことであろう 。50年以上前の東京と今の東京で

は、家屋の構造も、火の使い方も、火災危険物の数

や処理方法も、また自動車の数も大幅に変わってい

るであろうし、青森と東京においても、生活様式な

どの点でかなりの差があることは明らかである。

第 2の条件は、第 1の条件に比較しでもっと始

末が悪い。 その理由は、災害というものにはかな

らず偶然的な要素が相当程度含まれているので、

ただ l回のデータから求めた事故発生率pが、ど

うふらつくかわからないからである。 すなわち、

大正13年の東京とまったく同じ都市が無数にあり、

そこで同じ地震が同じ日時に発生したと仮定した

ときの出火件数は、全部が閉じ131とはならないと

いうのである。それならば出火件数の変動幅は、

いったいどの程度になるであろうか？ 出火とい

うものがまったくの偶然だけに左右される、つま

り出火件数が単純な確率変数であると考えるなら

ば、その変動幅のおおよその値を求めることがで

きる。大正13年当時の東京の家屋数 （出火の可能

性のある源の数と考えてもよい）は、おそらく131

万程度であったろう 。そしてそのうちの131から出

火したのであるから、火災発生率 Pはおおよそ1万

分の lぐらいの値である。そこで 1万分の lの当

たりのある「くじ」を131万回引いたとき、何本ぐ

らい当たりがあるかをもって、その時の出火件数
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とみなそうというのである。このように、当たり

の非常に少ない 「くじ」 を多数回引いたとき、何

本の当たりがあるかという確率は、ポアソン分布

から簡単に求めることができる。 すなわち、 「当

たり」 の比率が Pであるようなくじを n本引いて

そのうちの k本が当たる確率は

P,(k) =e－叩 （np）りkノ

で与えられる。この式で、 P=0.0001、n= 1310000 

つまり、 np =131とおいて、当たりの本数 （我々

の場合は出火件数）の変動幅を求めてみると、信

頼度99%で131±35、96件から166件となる。

これとまったく閉じ考え方で、十勝沖地震で起

きた石油ストーブによる 7件の出火件数の変動幅

を求めてみると、 nP= 7とおいて、信頼度をやは

り99%とすれば、 7土 7、 Of牛から14件となる。

この値を使って東京の場合に引き伸ばせば、 0件

から 4万件と大変な幅になってしまう。 つまりは

十勝沖のデータから東京の出火件数を類推するの

はまったく無理な話ということになる。それなら

ば関東大震災の出火件数の推定値を基にして、

最小 96f牛× 3=288件

最大 166件× 6=996件

とやってみたとしても、第 1の仮定の方がどの程

度満足されているかがわからない以上、これらは

あまり意味のある数字ではない。

いずれにせよ、ある方法を使って推論をする場

合には、その方法が適用できるかどうかを吟味し、

さらに推論の精度を合わせて検討しておくことが

大切である。

3 回帰式

比例式よりやや進んだ方法に回帰式がある。こ

れは震度から倒壊家屋数を求めるとか、また倒壊
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家屋数から出火件数を求めるといった具合に、あ

る二つの変量XとYの聞の関数式 （これを回帰式

という ）を実験や過去のデータ を基にした最小二

乗法によって求めておき、新たなXの値をこの式

に代入することによって Yの値を推定するもので

ある。この方法 で最も簡単な形は YをXの一次式、

つまり、

Y=aX+b 

の形で表現するものである。このとき式の当ては

まりの良さ、言い換えると XとYの一次的関係の

深さを表わす量として、相関係数 rが用いられる。

よく知られているように、 rには ー 1壬 r孟 1

の関係があり、 rが 1またはーlに近いほど一次的

関係が強いということになる。パネ計 りの実験で

Xを重さ、 Yをパネの長 さとし、 Xの｛直をいろい

ろと変えて Yを測定すれば、相関係数 rはほとん

ど lに近い値が得られるであろうが、 Xを倒壊家

屋数、 Yを出火件数とすると 、点の数（データ数）

もたかだか10か20で、そのときの相関係数 rの値

はおそらく0.5程度までいけば上々であろう。

さてここで、相関係数がどれぐらいの値になれ

ば、回帰式によるXから Yの推定が意味を持つか

を心得ておかなければならない。 それには Yの標

準偏差と回帰式のまわりの Yの標準偏差の比を調

べてみるのが早道である。 この比の値 kは相関係

数 rの関数として、簡単に

k=/T=-;τ 

で求めることができ、その値は次のよ うになる。

r k 

0.5 0.866 

0.6 0.800 

0.7 0.714 

0.8 0.600 
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0.9 0.436 

1.0 0.000 

いま、かりに相関係数の値を0.8とすれば、上の

表から kの値は0.6となることがわかる。これは 、

回帰 直線による推定値の変動 幅 （推定 誤差と考え

てよい）が Yの変動幅の60%であることを示して

いる。 こんなに推定誤差 があったのでは、こ の回

帰式はとても使いものにはならない。回帰式が使

いものになるためには、相関係数は少なくも0.95

（このときの推定誤差は Yの変動幅の約30%）以

上欲しいところである。相関係数が0.5程 度では

回帰式を用いても変動幅は約85%になるだけであ

るから、ほとんどその効果はない。

変量XとYとの聞の一次的な関係の深さを知る

一つの標識として相関係数は有用ではあるが、こ

の相関係数だけで一次的な関係をすべて表し得る

かというと、残念ながらそうはいかない 。相関係

数が低ければ回帰式を使っても意味がないことは

確かであるが、これが高いからとい って回帰式で

精度のよい推定ができるとは限らないのである。

その理由は変量Xに関するデータの特性に関係す

る。前に述べたパネ計りの実験のように、 重りの

大きさをlg、2g、3g・・・・・・と変えていけば、 Xの値

はある範囲内で満遍な く均等に （等 間｜編に）ばら

まかれることになり、高い精度の回帰式を作るこ

とができる。 しかし実際のデー夕、とくに災害デ

ータでは、 Xの値があるところに（通常は小さい

方に）かたまってしまい、 二 、三の点だけがそこ

から飛び離れた所にチョ ンチョ ンと落ちるような

ケースが多いので、回帰式のパラメータはこの飛

び離れたチョンチョンだけで決まってしまうこと

になる。つまりは、 一見多数のデータを用いたよ

うに見えても、その実は三つか四つの点で直線を

決めたのと同じ信頼度しかないわけである。手回



し計算機時代では、計算が面倒であったので何枚

もグラフを描き、ここぞというとさだけ回帰式を

求めてきたために、データ解析の常識を外れたよう ．

なものはごく少なかった。ところが最近はコンビュ

ータが普及してきたので、データの内容を吟味す

ることもなく機械的に計算をし、その結果を無反

省に使いまくることが多く危険このうえない。

直線の当てはめ（一次の回帰式）をより複雑化

して曲線の当てはめを行ったり、また変量の数を

増した回帰平面を求めたりすることもたびたびで

ある。しかもこれらの計算のほとんどが、プログ

ラム ・パッケージとかプログラム ・ライブラリと

呼ばれる既製品によって処理されるので、先に述

べた危険度はますます大きくなる。パラメータの

数を増せばそれだけ見掛けの精度はよくなる（相

関係数が大きくなる）が、その内容がどうなって

いるかよく調べてみなければならない。 曲線の当

てはめはグラフによって、また回帰平面は共分散

行例の特性根などによって、処理法の吟味ができ

ょう。パラメータの数とそれに見合うデータ（量

質ともに）のバランスを、統計的推定論に基づい

て考えてみることも大切である。 データの数が10

か20程度なのに、パラメ ータが五つも六つもある

ような実験式を災害の論文の中で見掛けることが

あるが、こんなことは科学者の良識から厳に慎ま

なければならぬことである。

4災害のデータと

多次元解析

災害という現象は、非常に多くの因子が偶然性

というのりの中でかき混ぜられて悶められたよう

なものであるために、災害の構造を究明すること

は非常に難しいことである。しかし、今後の被害
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を少しでも軽減するためには、災害のたびに手落

ちのない調査を行って、その現象の解析を積み重

ねていかなければならない。

これまでにも幾度か災害 に見舞われ、そのつど

調査報告書が作成されてきた。ところが、これら

の調査は救済対策とか損害保険などの問題に重点

が置かれるためか、現象そのものの解析にはほと

んど役に立たない。たとえば、地震による倒壊家

屋数のデータはあっても、 その家屋の特性はほと

んどない。さらに、倒壊しなかった家屋のデータ

となると皆無である。これでは地震による家屋の

倒壊現象を解析することは不可能である。また、

これまでの災害調査では、建築とか土木の専門家

がそれぞれの立場から独自の作業を行うだけであ

るために、それぞれの調査のデータの突き合わせ

ができず、災害現象を総合して解析することが困

難であった。今後は、行政のための調査のほかに

調査企画の専門家による科学目的の総合調査が必

要である。 もし被害地全域の精密調査が不可能で

あるならば、標本調査法によって効率のよい測定

も可能であろう。 また災害発生の危険性の高い地

域があれば、事前に低縮尺の航空写真を撮り 、こ

れを基に した基礎調査を定期的に実施できればさ

らに望ましい。

いずれにせよ、現在のところでは災害の現象解

析を行うための十分な情報がないことは確かなこ

とではあるが、情報収集の手段と同時にその解析

法を合わせて考えておく必要がある。今後集積さ

れていくであろう災害データおよびこれに関する

実験データの数は、おそらく大変なものになるで

あろう。 これらの大量データを多くの研究者が自

由に利用できるためには、かなり大規模のコンビ

ュータを用意しなければなるまい。 そしてデータ

の統計処理法としては、多次元解析がその中心に
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なると思われる。

多次元解析というのは、ある現象を左右する因

子聞の関係や現象の構造の記述を目的として研究

されてきたもので、コンビュータの発達とともに

さまざまな手法が開発されている。 データさえ完

備すれば、災害の研究のために多次元解析は有力

な武器のーっとなるであろう。

5 統計的モデルと

シミュレーション

多次元解析などの手段によって現象の構造が解

明されてくれば、その現象の本質的な部分をより

単純な形にモデル化することができる。 これは現

象の見通しをよくするうえで非常に大切なことで

ある。力学や電磁気学 などの現象をある原理を前

提として、微分方程式で記述することも一種のモ

デルであるが、偶然的な要素を含む現象のモデル

を、とくに統計的モデルと呼んでいる。都市交通

の流れ、洪水、類焼など、災害に関係の深いよう

な問題の多くは統計的モデルの研究対象となる。

力学 などの微分方程式モデル （統計的モデルに対

してこのようなものを決定論的モデルという）は、

解析学的に非常にきれいな姿にまとめ上がってい

るが、統計的モデルは不連続な部分や偶然的な要

素を含んでいるために、解析的な（微積分で取り

扱えるような）解を求めることが一般に難しい。

そこで現象を統計的にモデル化して、これをコン

ビュータの中で再現させる、いわゆるシミュレー

ションがよく用いられる。この方法は、船舶 や 航

空機などを設計するために水槽や風洞による模型

実験が行われるのとまったく同ー である。

コンビュータ・シミュレーションではモデルが

複雑であればあるほど、つまりモデルが現実に近
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づくほど、急激に計算量や記憶容量が増加する。

これをできるだけ上手に処理するためのプログラ

ム技術が開発されており、計算機の機能も年々上

昇してはいるが、それでも現実味のあるシミュレ

ーションはなかなか難しい。データの不足とコン

ビュータの能力に制約されて、災害のシミュレー

シ ョンは、現在のところごく局所的な問題をごく

単純なモデルによって取り扱っているにすぎない

のであるが、災害の大規模実験が不可能である以

上、我々の災害の研究の大きな部分はこのコ ンビ

ュータ ・シミュレー ションに車頁らざるをf尋ないの

も事実である。

6 結び

少ないデータを上手に処理して正しい結果を導

くのが統計学である、というような意味のことを

けん伝した統計学者がいた。 これがさらに曲解さ

れて、どんなに少ないデータでも、またどんなに

質の悪いデータでも、統計的に処理すれば正しい

結果が得られると信ずる人々までが現れた。そこ

で、良質のデータを数多く得ることが難しいよう

な研究分野の人々から統計学が大変にもてはやさ

れたことがある。しかし統計学はそれほど立派で

都合のよいものではない。乏しい情報からは乏し

い結論しか生まれないという警告を出すのが統計

学である。災害もまたデータの取りにくい分野で

あり、政治的な、また社会的な要請から無理な結

論をせまられる人々の気持ちもわからぬではない

が、最近また統計学の練金術的な超能力が頭をも

たげてきたように思うので、あえて愚痴にも近い

私見を長々と述べた次第である。

（いしだ まさつぐ／統計数理研究所第4研究部長）
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はじめに

数年前に「ひょう害と対策」と題して、そのこ

ろ世界的なブームになっていた降ひょう抑制の問

題を中心に、本誌に解説を書いたことがある。当

時非常に期待されていたひょう雲の人工制御の実

用化は、案外に進まず、今日も情勢はあまり変わ

っていない。今回はこの問題については最後に触

れるにとどめ、 主に、日本の降ひょうとひょう害

の実態について述べる。

2 ひょうの季節

ひょうの季節は場所によって非常に異なってい

る。ケニアのビクトリア湖西岸の茶園地帯は、世

界でひょうが最も頻繁に降る所で、佐渡ヶ島の半

分にも満たないケリチョ地区では年に100日もひょ

うが降る。ここは赤道直下にあたり、季節変化は

ほとんど見られない。

この狭い日本国内でも、地域によってひょうの

降り方は篤くほど違う。図 1は前橋と秋田の月別

降ひょう回数のグラフである。前橋のは、暖候期、

とくに 5月と 6月によく降り、本州、北海道、四

国、九州、｜の内陸部で見られるタイプ（内陸型）の

典型である。 一方、秋田のひょうは主に寒候期に

降る。このタイプは、日本海、太平洋の沿岸部で

観測されるので、沿岸型と呼んでもよい。なお、

本州の太平洋岸、四国、九州では降ひょうは非常

に珍しい現象である。

図 2は全囲気象旬報（現在廃刊）掲載の全国約

1,400か所の気象官署（気象台、区内観測所）のデ

ータから作成した降ひょう日数の分布図で、暖候

期と寒候期に分けて示した。北日本の日本海沿岸

地域の降ひょう回数は意外に多いのだが、寒候期

のひょうは粒が小さく、時期的に農作物に被害が

ないので、あまり注目されていなかったのである。

降ひょうは俗に「馬の背と分ける」といわれる。． ． ． ． ． ． ． ． ． ． 少々オーパーな表現と聞こえるが、降ひょうが局

・・・・・・・・・ 所的な現象であることは間違いない。一例を挙げ．．．．．．．．．． ． ると、 1963年から1967年までの 5年間、熊谷地方
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気象台では一度も降ひょうを観測していないのに、

ここを中心にlQkm以内の地域で、同期間に、 8回

はひょうが降っている。

科学技術庁国立防災科学技術センター（以下は

単に防災センターと記す）は、正確な降ひょうデ

ータを得る目的で、 6年前から群馬県南部で、降ひ

ょう指示器（写真 1）による観測を実施している。

これは、発泡スチロールの台上に、厚さ0.12mm程

度の硬いアルミ箔を置き、ふたで押さえる簡単な

装置である。ひょうが降るとアルミ箔に凹みがで

き、この凹みからひょうの大きさ、単位面積当た

りの数がわかる。群馬県農業共済組合連合会の協

力のお陰で、当初100か所にすぎなかった観測地点

も、昨年は350か所以上で観測された。 1974年から

は観測網の一部を埼玉県北部に広げ、利根川両岸

の、ひょ う害常習地帯といわれる地域の観測を充

図 1
前橋（1917～1966)
と事虫回 (1937～1966) 
の月別降ひょう頻度

実させた。確実な記録が得られるうえに、観測網

の密度も高いので、局所的な降ひょうも捕らえら

れる。群馬県の観iJllJは今年で 7年目を迎え、この

地域の降ひょ うの実態についていろいろなことが

判明した。たとえば、盛夏にはあまりひょうが降

らないものとされているが、実は意外に頻繁に降

っている。とのころのひょうは粒が小さく、降る

範囲もごく狭い場合が多いので、 統計には表れな

いのである。

3 ひょう道

北 関東の農業関係者の話に「ひょう道」という言

葉がよく出てくる。 「なぜかそこにはよくひょう

が降る」といわれる場所である。ひょう道の分布

図があるとひょう害対策に役に立つことは疑いな

月

前 橋

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26日 2 4 6 8 10 12 14日

図2
寒候期（上）と媛候期
（下）の降ひょう回数
分布（1954～ 1964)
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写真 1 降ひょう指示録
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いのであるが、これが簡単にできない。聞き取り

調査を試みると、聞く相手によって問題の地域が

違ったり、よく聞いてみると、前回の降ひょうが

10年前だった、というようなことが起こる。 やは

り、ちゃんとした観測網のデータが必要である。

一方、降ひょうは年による変動が非常に大きく、

ひょう道の実態を知るには、 観測を少なくとも10

年ぐらい続ける必要がある。 そのわけを例を挙げ

て説明しよう。赤城山頂はもともと降ひょうの多

い所で、ここに在った気象庁区内観測所は、日差候

期の降ひょう日数が全国一であった。防災センター

の観測地点としても、 1971年一1976年 (1973年は

欠測）の夏期の降ひょう日数は10日で、観測l網内

で最多である。しかし、その半分の 5日は1974年

に起こっており、降ひょうをまったく観測しなか

った年が 2回もある。

赤城山頂の場合は、それでも、予想どおり、た

びたびひょうが降ったのであるが、埼玉県北部で

はこれとまったく逆なことが起こった。 ここは以

前から、よくひょう害の起こる場所として知られ

ていた。筆者がかつて気象庁の資料からひょう害

発生頻度分布図を作った際にも、これを裏付ける

結果が得られた。 ところが、 1974年に観測を始め

てからはさっぱりひょうが降らない。一方、観測

網の周辺では、頻繁にひょう害が起こり出した。

写真2 コムギのひょう書
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図3 群馬県陶磁の暖候期（ただし 5月～8月、 1971年～1975
年）の降ひょう日数分布

地元の人たちからは「気候が変わったせいではな

いか」と聞かれたり、「降ひょう計は魔（ひょう）

除けになる」と冗談をいわれたりしている。

短期間（1971年一1975年）の観測値といううら

みはあるが、防災センターの観測網のデータから

作成した、群馬県南部の降ひょう頻度分布を、参

考までに図 3に掲げた。被害の発生しないような

弱い降ひょうも含まれているので注意していただ

きたい。 ひょう道というのが実際に存在するらし

いことが、わずか数kmしか離れていないのに、 5

回も 6回も降っている所と、まったく降っていな

い戸斤があることからわかる。

なお、境町付近（矢印）に降ひょうをもたらす積

写真3 ナスのひょう書
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乱雲には、榛名山方面から南東進してくるのと、
み か ＂

藤岡市の西方、御荷鉾山の方から東～東北東進し

てくるのと、 2種類あることが、防災セ ンターの

藤岡におけるレーダー観測から確かめられている。

後者は、俗に「御荷鉾の三束雨」と称して地元の

人たちから怖がられているタイプの雷同に伴うも

のである。 「御荷鉾山の方から雷雲 がやってくる

時は、空が怪しくなったのに気付いてから、麦を

三束作る間もなく、激しい雷雨になる」といい伝

えられていることに由来する。 この地方のコムギ

の収穫は 6月上・中旬で、ちょうどひょうの季節

のピークに当たっている。

4 ひょう害の実態

降ひょうによって最も大きな被害を受けるのは

農作物、ついで農業施設である。窓、ガラスが割れ

ることもよくあるが、被害金額は問題にならない。

ひょう害は農業気象災害であると称して差し支え

ない。本誌、87号 (1972年）に、茨城県上空でひょう

雲に入ってしまい、無事帰着したのが奇跡、に思え

るほど、機首を破損した日航ジェット機の写真が

掲載されている。今年も、 6月14日にひょうのた

めフロントガラスにひびが入ったため、全日空機

が羽田に引き返すということがあった。積乱雲中

写真4 サトイモのひょう書
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のひょうは航空機にとって大変危険である。外国

では、降ひょうのため牛が何十頭も死んだ、とい

った類の話がある。しかし、以下では農作物の被

害についてだけ述べる。

写真2と写真 3は、昭和50年 6月 9日のひょう

害の翌日、群馬県の粕川村で撮ったものである。

左はコムギで右がナスである。ナスはひょう害に

は非常に強い作物で、このように丸坊主になって

も、夏の終わりには実を結ぶ。コムギが一定の高

さで、ほぽ閉じ角度で折れている点が目をひく。

この場所よりも激しくひょうが降った所て”は、ほ

とんど根元から折れ地面に伏していた。刈り入れ

直前にこのような状態になったのではどうしよう

もない。

次の 2枚（写真4、5）は、昨年 7月19日のひょう

害のもので、岡部町の激じん地区のサトイモと水

稲の写真である。 降ひょうの翌日写したもので、

見たところまったくひどい状態になっているが、

この後好天が続いたので意外と回復が早かった。

水稲はほとんど減収がなかったと聞いている。 一

方、写真の水田と隣り合わせにあったキュウリ畑は、

降ひょうの翌日、業も茎も実もみな支柱から外れ

て地面に落とされていたが、畑はまだ一面に緑で

あった。しかし10日もたつと緑はほとんど消え失

せ、 一面かっ色になった畑に、まっ黄色な腐りか

写真5 ひょうに打たれた水稲



表 1 東京管区気象台管内における年別被害金額

年 彼害金額 年 被害金額

1965 75億円 1971 列車円

1966 38 1972 8 

1967 86 1973 22 

1968 31 1974 75 

1969 5 1975 76 

1970 13 1976 74 

けたキュウリが転がっている状態になっていた。コ

ンニャクはそも そも再生力のない植物であるが、

それにも増して、ひょうに弱いのは傷口から腐敗

病にかかりやすいためである。写真 6は同じ日に

ひょう害に遭った藤岡市のコ ンニャク畑の、ちょ

うど 1か月後の写真である。手前の、何も植わっ

ていないように見える所も、実はびっしりとコン

ニャクが生えていたのであるが、ひょう害が原因

で発生した腐敗病のために葉も葉柄もすっかり溶

けてしまい、このようになってしまったのである。

ここに掲げたのは、いずれも激じん被災地域に

おける作物の写真であるが、もっとひどい状態に

なることも、まれにはある。去る 7月 7日、群馬

県西部の松井田町増田地区は午後 3時過ぎ、地元

の人の話によると直径 3cm以上のひょうが20分間

も降り続いた。 7月10日朝、筆者がここを訪れた

時、最激じん地一帯はまさに晩秋か早春の景色の

ようであった。 ここはコンニャクの栽培地である

が、畝の聞に砕けた葉が散らばってあるだけで、あ

ぜの上は土だけ、何も残っていない。サトイモ畑も

同様であった。キリは実も薬も完全に落ちて、

枯木同様であった。 あまりひどいと、被災作物の

例として、他人に見せられる写真すら撮れなくな

ることを知った。

さて、日本では毎年どのぐらいのひょう筈が起

こっているのだろうか。よく聞かれて困る質問であ

る。 自信を持っていえる数値が出てこないのであ

る。年によって非常に違うし、正確な資料がない。

さいわい、農林省関東農政局が、いまひょう害

の統計を整理しているとの事で、結果が待たれる。

今回は、単なる参考資料として、東京管区気象台

発行の報告類から求めた、関東 ・中部両地方の年

別ひょう害金額の表を掲げるにとどめる（表 1）。
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写真6 降ひょう1世月後のコンニャク畑

偶然かも知れないが、被害の多い期間と少ない期間

が、 5年 ぐらいの周期で現れているように見える。

全国的となるとよくわからないが、ある資料に

よれば、日本の農業気象災害の中でひょう害の占

める率は、平均すると 2% ぐらいである。 一昨年

は全国的にも大きなひょう害が発生し、被害総額が

258億円に達した。これはまったく異常であって、

被害金額が100億円を超える年はめったにない。全

国的に見れば大したことはなくとも、北関東四県

（群馬・栃木 ・茨城・埼玉）とその隣接三県（福

島・長野・山梨）では、ひょう害は主な気象災害

の一つに数えられている。

降ひょうによって被害を受ける主な作物は、発

生地域や時期によってかなり異なるが、代表的な

ものを挙げるとするならば、次のようになる。 コ

ムギ、クワ、野菜（トマト、キュウリ、キャベツ、

スイカ、ゴボウ）、果樹（ナシ、ウメ、ブドウ）。

変わったところでは、群馬県西部にひょう害が起

こった時はコンニャク、栃木県や茨城県では葉タ

バコの被害が、各県全体の被害額の50%以上、と
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きには70%以上を占めることがある。

5 ひょう害対策

1 降ひょう抑制

降ひょうを未然に防ぐ目的で、ひょう雲の人工

制御を行うことを、降ひょう抑制あるいは降ひょ

う防止と称する。これについては以前に詳しく述

べたが、現在も各国で採用されている方法は、ロ

ケットを使ってひょう雲の中でヨウ化銀を燃焼す

るやり方である。ソビエトや東欧諸国ではこの方

法で、本格的なひょう害防止活動を10年前後続け

ており、多大の成果を上げていると公表している。

しかし、初め比較的すんなりと受け入れられたこ

の方法の原理に、西欧諸国のひょう専門家たちは

しだいに疑いを深め、種まさ効果に関して満足で

きる観測データがないこともあって、アメリカで

はまだ研究に力を入れている。 6年前に比べると、

降ひょうに関して学問的な進歩は見られたが、降

ひょう抑制の実用化となると、当時とあまり変わ

っていないようだ。

2 被覆法

降ってくるひょうが直接当たらぬよう、作物の

上を覆うやり方を、ここでは被覆法と呼ぶ。 北関

東では果樹園に防ひょう網を使用する農家が増え

写真7 防ひょう綱が張られたナシ畑， 
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てきた。写真7は 崎玉 県蓮田市のナシ畑で使用され

ている例である。ここ の防ひょうネットはモーター

で開閉できるようになっている、かなり大掛かり

の ものである。網目は4.Smmで非常に細かい。どん

なひ ょうも下に落ちることはない。 昨年 7月19日

には、この地域に もピンポ ン玉大のひょうが降り、

付近のナシは 2割減収となったが、ここだけは被

害 を受けなかった。 ただ、ここにある防ひょう網

は目が細かすぎて張りっぱなしというわけにはい

かない。 ひょう車立がま ったくく ぐりf友けることの

ないことも、網上にたまるひょうの重さを考 える

と、 長所とはいい切れない。

ひょう粒は強風にあおられて、相当斜めに降っ

てくるものであり、かなり目がキ且くとも糸にひっ

かかる可能性がある。 ひょう粒の落下速度は大豆

大で毎秒10m ぐらい、ピ ンポン玉大になると毎秒

30 mを超える。糸に当たることによ ってどれだけ

速度が落ちるかわからないが、衝突のエネルギー

がかなり減ることは間違いない。 このようなこと

から、張りっぱなしでも差し支えなく、防鳥 ネッ

トとしても千支立つような、目のキ且い防ひょう網を

提案する人もいる。

3 事後対策

植物の再生力は驚くほど強い。収穫直前に被害

を受けた場合はどうにもしょうがないが、 7月上

旬までのひょう筈であると、かなりの作物は相当

傷めつけられても立ち直る力をもっている。 だか

らといって放置しておいてよいはずはない。 ひょ

う害発生後、薬剤を散布するなど、手をかけた畑

と、放置した所では歴然と差がつく。 ひょう害が

発生すると、府県の農業改良普及所は、直ちにそ

れぞれが担当する地区の農家に対して応急対策を

指導する。被害の状況や作物の種類に応じて、散

布すべき薬剤jの種類や量、摘果、摘葉、現定など

被害を最小限にとどめるために必要な措置を詳し

く書いた速報というものが配布される。 一般にあ

まり知られていない活動ではあるが、こういった

陰の力、地道な努力が、今の日本では最も成果を

上げている、ひょう害軽減対策であろう。

（おもと ゆきお／国立防災科学技術セ ンター）



米国における1980年以

降の自動車の目標と工

ネルギ一問題について

通産省はこのほど、日本のエネルギ一節減政策

についての要綱を発表し、エネルギー問題に本絡

的に取り組み始めた。 一方米国においても、石油

ナショナリズムの台頭以来、国防上の理由も絡ん

で、エネルギー自給に向かつて真剣に検討が行わ

れてきた。本年 4月には、カータ一大統領がエネ

ルギ一計画を発表し、現在議会で論議・検討中で

あるが、米国では政府の主導で目標に向かつて着

実に努力している。このようなエネルギ一節約の

ための長期努力の一環として、 1975年に、米国の

石油消費量の%近くを占めている自動車に焦点を

当てて、 1980年以降の自動車の燃費基準を設定す

るために米国連邦特別調査委員会が設置された。

この特別調査委員会は、1980年以降のエネルギー

政策を策定する上で、自動車にかかわる諸問題（排

気、安全、騒音、燃費等）をそれらの相互の調和

を保ちながら解決することを目標として、 1975年

3月、エネルギー資源委員会のモ一トン議長の提

案により設置されたものである。多数の省庁が参

後藤健一

加し、エネルギ一、環境、経済、国民生活と自動

車とのかかわり合いについて大規模な調査・研究

を進め、昨年 9月二＇1980年以降の自動車の目標”

と題する報告書 （ドラフト ）にまとめた。以下こ

の報告書を中心に、特別調査委員会の組織、調査・

研究のやり方、そこから得られた結論等を紹介し

fごし3。

特別調査委員会の組織と役割

特別調査委員会は運輸省（ D 0 T）、環境保護庁

(EPA）、エネルギー研究開発庁（ ERDA）、連

邦エネルギー庁（ FEA）、米国科学財団（ NSF)

の代表メンパー 5名で構成され、商務省、国防省、

労働省、米国航空宇宙局の協力も得ている。これ

ら省庁が主担当となって以下の 8つのパネルが設

置されている。

0空質、騒音、および健康（ E P A)

0安全（NHTSA)
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0燃料と材料（ERDA)

0自動車の設計（ D0 T) 

0自動車の製造とメインテナンス（ D0 T) 

0マーケティングと移動性（FEA) 

0米国の産業経済と消費者経済（D0 T) 

0実施対策代案（ D0 T) 

そしてスタートに当たって、委員会は、燃費改

善の可能性とそれに伴うマイナス面、コスト上昇

等、今後政策決定、推進を行う上で必要となるバ

ランスのとれた情報を提供することを活動の目的

として、以下のような具体的役割を掲げている。

・自動車の排気ガス、騒音、安全、非破損性、燃

費、性能、およびコストの現状を見直す。

・空質、騒音、高速道路での安全性、自動車の非

破損性、省エネルギーに関する国家目標と、自

動車の現在・将来の特性、国民経済、人々の健

康、移動との関連性を把握する。

ンテナンス、サービス、修理に250万人、車両・部

品の製造に130万人、販売に60万人、石油の精製と

配達に30万人となっている。

2 石油消費と石油資源について

自動車は米国の石油消費量の約31%を占めてい

るが、今後の石油供給は図 1が示すように、長期

的にも短期的にも不安定の状況にある。

図 1 米国の石油消費量および石油資湾

液化石油

(10億バーレル／年） ( 100万バーレル／日）
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・自動車の排出ガス、騒音、安全、非破損性、燃 3.0 

資に関する規制について、 1980年以降の適切な

レベル、その実地時期、そしてそれらが調和を

保 って達成できる方法を決定する。

・国家目標達成のための他の政策について、その

利点、コスト、適切な導入計画を検討する。

・公聴会を聞き、民間の意見も反映させる。

2 調査研究のベースとなる

自動車を取り巻〈環境

調査研究に当たって、米国社会における自動車

の役割を認識し、それを将来も存続させることを

前提とした上で、今後の石油供給の厳しい状況を

理解し、将来の自動車にかかってくる諸要件を考

慮、している。

1 自動車への依存

もっとも融通のきく確実な輸送手段として、個

人移動の90%は自動車を利用している。国民の自

動車関連支出が個人総支出に占める割合は、食費、

住居費、その他のサービス費に次いで4番目（13

%）である。また自動車関連産業従事者は約470万

人と、全労働力の15%を占め、その内訳は、メイ
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3 1980年以降の自動車

1980年以降の自動車を決定する際には、消費者

の しこうから政府の規制、製造、財政面からの要

件まで、時には相矛盾する種々の要素のバランス

を考慮しなければならない。

3 分析調査のアプローチ

石油の節約は、自動車の走行距離の削減や燃費

の改善によって達成可能であるが、この委員会で

はこのうち燃費に焦点を当てている。以下のよう

なアプローチで、将来の自動車の燃費改善可能性

を推定、評価している。

・864種の設計構想を選択採用

・これらの設計構想を生産か ら市場に至 るま で段

図3 1980年以降の自動車の目標分析の基本的アプローチ

864慢の構恕
自動車の

製造

階的に導入する シ ミュレーショ ンモデルを作成

・それらが以下の項目に与える影響を推定

全燃料消費量 自動車産業

死傷者 消費者費用

空質および健康 国家経済

圏内の資源供給

これらの評価は将来の予測ではなく、現在入手

できる情報を基に、将来可能な技術開発の道程を

探索したものである。

4 特別調査委員会の結論

1975年型車の特性をベースとし、総車両走行距

離の増加を見込んで出した結論によると、米国の

自動車業界、 政府が適正なアプローチを行い相当

努力すれば、以下のような目標が達成できるとし

ている。
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1 燃費改善と燃料消貨の削減

・1995年までに自動車が消費する燃料は 1日当た

り400万パー レルの節約が可能でーある。

・1995年までに乗用車の燃料消費は40-50%減少

する。 1975年型車の平均燃費を15マイル／ガロ

ン、総車両走行距離の年増加率を 2%とすれば、

車両の軽量化、エン ジン、駆動系の効率化により

1990年代半ばで総燃料消費量は約 133万バーレ

ルの減少となる。

・個々の乗用車の燃費は80-100%向上する。

・現在の乗用車のサイ ズ別構成（6人乗りー50%、

5人、 4人乗りー各25%）が変わらないものと

して、新車全体の平均燃費は1980年代後半には

80-100%向上する。

・実l際の燃料節約量は、以下のシナリオに示され

石油消費

安全

空'ifおよび健康

材料資源

石油資源

消費者費用

自動車庵業

国家経済

ているように新しい低

燃費車の普及率にかか

つてくる。

・自動車の燃料節約可能

量は、その達成に要す

る資本投下額（50-100

｛意ドル）に比べはるか

に国家的価値が高く、

図4 燃料消費予測

総燃料消費量
( 100万バーレル／日）

※ 

10 10 

9 9 

8 8 

7 
節約

可能量 6 

4 4 

3 

2 

O• 
1976 80 84 88 92 96 2000年。

1975年型新車の平均燃費15.6mpgをベースに年I曽

加率を 2%とした場合

1985年までに重量軽減を考慮したレ シプロエンジ

ン車への転換が完了した場合

1990年までに重量軽減を考慮したディーゼルエン

ジン車への転検が完了するか、または1995年まで

に新型エンジン車への転換が完了した場合

※現在の安全・排気基準をベースとする
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投資収益率は 3～ 6倍 図5 自動車情想別燃費 （4、5、6人乗り乗用車）

となる。

2 新型エンジン

1980年代に、燃料効率

のよい、革新的なエンジ

ン技術が開発される見込

みはまずない。 燃費は、

車体とフレーム構造、ガ

ソリンおよびディーゼル

エンジン、そして、その

動力系の改善によってよ

くなる。しかし、 1980年

代後半には、ガスタービ

ン、スターリングエンジ

ンが市場に登場し、 1990

年代には、低燃費、低エ

ミッション、複合燃料使

用可能なエンジ ンも 出現

する。

3 電気自動車の出現

今後10年聞は、効率の

高い電気自動車の登場の

見込みは少ない。現在の

ガソリン阜、ディーゼル

組み合わせ．

将軍先日 車体締造

No. l 現状

No. 2 重量軽減

エ ンジン 駆動系

現状現状

No. 3 75年の最高値

No. 4 改良型

No. 5 革新的なもの

No. 6 重量軽減 ディーゼル 現状

No. 7 改良型

No.8 革新的なもの

No. 9 重量軽減 新しいもの．． 現状

No. 10 革新的なもの 改良型

・現行のエミyション、安全レベル、 O～60MPHの

加速時間15秒、特別なオプションのつかない基本

車種

日将来の革新的な幡恕を代表しているスターリング

エンジンのデータをf亜った。プレイトンエンジン

も含む

（トータル） （新車）
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．現在のエンジン句： 1975年型車の平灼燃費性能を有するもの

”75年の最高エンジン．． 1975年型車の最良燃費性能を有するもの

‘現在のトランスミッション”： 3段自動変速

凶改良型”トランスミッション：ロックアップ付きトルコ ンの4段変速

．現在の車体構造 ：標準的な1975年型車の車体縫造

“重量軽減を考慮”した憐造：室内空間を犠牲にしないで車体重量を大幅に削減する第一段階

．革新的な．隣近 ：重量削減の第二段階で10～15%はプラスティッ夕、アルミニウムを利用

車に取って代わるには、バッテリー技術、重量、

コスト、性能、エネルギーの有効性などの面で改

善の必要があり、今後15年間は石油消費に影響を

与えるほど普及はしない。

4 自動車事散による死傷者の大幅減少

車両が小型化、軽量化されても、適正な設計に

より乗員の死傷者増加にはつながらない。しかし

保有台数、走行距離の延長等に伴い、現状の対策

のままでは2000年までに死傷者は71%増加する。

これはベルト着用率の向上（70%）で初期にはか

なり減らすことができる。 しかし安全対策レベル

をレベル I （正面30マイル衝突保護要件を含む現

行の連邦安全基準）からレベルII （正面40マイル

衝突保護要件、受動式拘束装置、アンチロックプ

レーキの採用等を加える）に移行しなければ、死

傷者数を現状以下に保つことは困難である。
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5 安全要件の燃費への跳ね返り

安全レベルIIを実施すれば、それを実施しない

場合に比べ、新車コストは約300ドル増加、重量は

150～200ポンド増加し、また石油消費量は2000年

で7.5億バーレル （約80億ドル）増となる。

6 空賀は継続して向上

大気中の汚染物質は、古い汚染車から排気性能

のよい車への転換、国家規模での車検、メインテ

ナンスプログラムの実施でさらに減少するが、そ

の程度は排出ガス清浄化技術の開発状況、お よび

排気規制強化の程度とその実施時期に左右される。

主要汚染物質の大気中の平均濃度が、 1970年代前

半の平均値と比べて2000年にはどうなるか、排気

規制との関係で予測してみると、

H C ：現行規制値 1.5グラム／マイル継続で40

%減となり、法定規制値0.41グラム／マイルの場



図6 図解オットーエンジンシナリオ
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以下のグラフは、固定

発生源と移動発生源対策

を同時に、かなり積極的

に実施すると仮定した場

合、種々の規制値が、米

国民の健康に与える影響

が、 2000年にどう現れて

くるかを予測したもので

ある。

7 NOx低減のための代

替対策についてはさら

に聞査研究が必要

現在、 1997年からNOx

規制値2.0グラム／マイル
90 92 94 96 98 2000年

が採用され、 NOx濃度は

2000年までに12%低下す
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それと同等効果を固定発

生源対策強化でもたらす

コストの 3倍であり、こ

れを1.0以下にするにはさ

らに 5倍のコストを要す

合50%減となる。

。1976 78 80 82 84 86 88 90 92 94 ' 96 98 2000年るといわれている。

したがってNOx強化を何を対象にどの程度まで行

co：現行の15グラム／マイル継続で約75%減、 図7 前方、側面、後方衝突時の集員の死亡者、軍傷者数予測
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NOx：自動車からのNOxが減少しても固定発生

源、 その他の移動発生源からの増加でかなり相殺

される。 1.0グラム／マイル以上の規制債の場合

1970年代前半レベルよ り悪化する。しかし1977年

に3.1グラム／マイルから2.0グラム／マイルに強

化されたので、2000年では約20%減少可能である。

また法定規制値の0.4グラム／マイルなら、さらに

約20%減少する。
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図8 エミッション規制値の健康面への

ベネフィット予測 2000年

オキ シダントによる

呼吸器の不快感

（下人） （人 目）

オキ シダント による頭痛

（人 ・日 ）
（下人）
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。
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co基準（グラム／7イル） NOx基準（グラム／7イル）

うか、今後の技術の進歩と健康面からの要件を考

慮しながら基準を設定していく必要がある。

8 排気ガス清浄化が燃費に与える影響

排気ガス清浄化 に伴い、燃費がどう悪化してい

くかについては、委員会内での統一見解が出てい

ないが、おおざ・っぱな見積もりでは2000年までに

レベルIIの規制J(HC0.41/C03.4/N0x2.0) 

での燃費悪化は 6%(15億バーレル、165億ドル）、

さらにレベルIII(O .41/3. 4/0 .4）での悪化は12%

(30｛意I＼ーレル、 330f.意ドル）となる。

9 材料の節減

自動車の製造に使用される材料は、自動車の軽

化に伴い大幅に節減される。図 6のシナリオの

例では、2000年までに累積で5,900万トンの鋼材が

節約できる。

10 燃費基準達成の可能性

く短期（1977～ 1980)>

サイズ別車両構成が現在と同じなら、メーカー

は1975年に制定されたエネルギ一政策 ・保存法で

決められている燃費基準 （1978年一 18マイル／ガ

ロン、79年一19マイル／ ガロン、80年一 20マイル／

ガロン）を達成できる。
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図9 1985年新車平均燃費と車両事構成、加速性能

燃費
（マイル／ガロン）
40「一一一一一一

オソトー エンジン ・シナリオ

安全レベル I
エミッションレベルI

20 

15 

40 

35 

。。 ヨ百 60 70 80 90 100 % 
6人乗りの割合

( 5人乗りの割合＝4人乗り の割合）

<1985年〉

現行の安全、排気規制で26.0～27.5マイル／ガ

ロンの燃費が達成可能である。 ただし小型車から

大型車まで幅広いラインを有するメーカーは軽量

化、小型化、駆動系の効率化等、特別な努力を要

求される。 1985年新車平均燃費と車両構成、性能

との関係は図 9のとおり。

<1985年以降〉

1985年以降の自動車全体の平均燃費は、後続の

新車に順調に代替されていけば、 1995年までは向

上し続ける。最終的燃費（30マイル／ガロ ン程度）

の達成は、市場動向、今後の安全、環境に関する

法規、現在進められている研究開発計画の成果い

かんによる。

5 留意すべき問題点

以上の研究調査の結論を基にして、今後の問題

点を挙げている。

・消費者の行動パターンの変動、安全、排気、燃

費等に関する諸規制の変化、現在予ifll］しにくい

技術上の変化等、不安定要因にどう対処するか。

・低燃費車生産に伴う自動車メーカーの資本投下

の地加（15-25%）に関し、とくに小規模メー

カーのリスクをいかに軽減するか。

・公共の利益を目指し、自動車メ ーカーに技術開

発を奨励させるために、また米国民に低燃費車

への移行の必要性を認識させるためにはどうす

べきか。
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図10 偶者の車と車全体の特性の新車平均燃費への影響度

。ベ スー1985年新車平均燃費 25.2MPG 

サイズ別権成： 6人乗り50%、5人乗り25%、4人乗り25%

加速性能・馬力／重量、 0.03馬力／ポンド（ （）～60＜イル／時、15秒）

エ ンジン ・オ ットーエンジン、 75年の最高レベル

・‘市場の安定化”のため

には十分なリードタイム

が必要、排出ガス、軽量

化等の評価の仕方が甘す

ぎるなど、自動車メーカ

ーからの批判もある。技

術的に達成可能というこ

エミ y シヨン／安全基準現行

0平均燃費の変化量

・加速性能を17秒に落とす +2.4MPG 

20手少 " +5目0 29.9MPG とと、市場がそれを受け
・6人乗りの割合を50%から40%に下げる .+0.6 

入れるということは別問

題であり、国民、企業と

十分なコ ンセ ンサスを得

ながら長期的に推進して

50%から30%に下げる +1.2 

・改良トランスミッション採用を急ぎ1985年に100%装着 +1.1 

・オットー工ンジンの燃z貨を10%改善 1980年より開始 l + 1.2 

・6人乗り乗用車のディーゼル化を1980年から開始するは + 1.3 

・1980年からディ ーゼル寧への切り換えを開始する 1 +1.9 

・革新的な車体構造の採用を促進する 3 + 1.3 
25.4MPG いくには、かなり難しい

－安全レベルHの係周 1.1 面もあるようだ。
・エミッション規制IIの係用による燃費の悪化6%4 ー1.5

エネルギー問題につい

て日本の現状を見てみる

・エミソション規制Illの線用による燃費の悪化12%4 3.1 

・各極重量増加 S -1.9 

1. 改良オッ 卜ーエンジンの段階的導入と 6人乗り乗用車のディーゼル化は年率10%の割合で段

階的に実施されるものと仮定する

と、今春より通産省の主

導で省エネルギ一政策を

推進する中で、最近、省

エネルギー技術開発の 4

2. ディーゼル車の燃費！;iガソリン等量で表示、ディーゼル油への挽算 （体積ベ ス）は、 l.lf音

すればよい

3. 1980年より年率10%で段階的導入

4. 燃費の悪化の見積もりはほとんどOから上記の数値まで隔がある

5. ユーザーのオプシヨン係用、その他で重量附加（6人乗り－500ポンド 5人乗りー200ポンド） か年計画に取り組む方針

・相対立する目標をいかに効果的に調援するか。

・安全・排出ガス対策をどの程度法で規制するか。

コスト効果をどこまで考えるか。

以上、特別調査委員会報告書ド ラフ トの内容を

紹介した。 これは51年 9月にまとめたものである

が、その後10月にこれについて公聴会が聞かれ、

メーカ一等関係者の意見が求められた。また本年7

月ボストンで開催された国際安全会議でも、“1980

年以降の自動車の目標”をテーマとして意見交換

が行われた。今後これらの意見を総合し、再検討

され、最終報告としてまとめられることになって

いる。

資源大国アメリカが、大胆な省エネルギ一政策

を打ち出すべく、その可能性について大掛かりな

調査、技術アセ スメントを行ったことは注目すべ

きである。 しかしこの報告書ドラフ トの中味につ

いては、 技術的には達成可能でも諸要因を考える

と事実上不可能、省エネルギー技術の企画・開発、

が出された。こ れは通産

省工業技術院の「大型プロジェクト」 (41年度よ

り）、「サ ンシャイン計画」 (49年度よ り）に続く

3番目のナショ ナルプロ ジェクト として、来年度

より本格的な省エネルギー技術開発の長期計画に

取り組もうというものである。 石油を中心として

ほとんどのエネルギーを海外からの供給に依存し

ている日本としては、 二度とあのオイルショック

の二の舞を踏むことのないように したいも のであ

るが、省エネルギ一政策はまわりの種々の環境条

件の調和の上に立ったものでなければならない。

また、 2000年以降には新しいエネルギーの開発に

より、必要エネルギーを賄えるであろうとの予測

もあるが、 一方この新エオ、ルギ一実用化までの過

渡期のエネルギー不足が心配されている。省エネ

ルギー技術の開発とバランスのとれた効果的な政

策によ って、 なんとかこの過渡期を混乱なく乗り

切りたいも のである。

（ごとう けんいち／日産自動車開発業務部4長）
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ビパリーヒルス火災現場を見て

それは、 1977年 5月28日土曜日の夜のこと

であった。 火は幾つかあるダイニ ングルーム

の一 つで、宴会 ・会議用に使われる50名ぐら

い収容のゼブラルームからであった。初 め 火

元はゼブラルームの真下の地下室 にすえてあ

った補助用発電機の過熱によるとされていた

が、壁の内側および屋栂裏に配線してあった、

噴水の水を送り出すポ ンプへのコードがショ

ー卜して、壁の内側を焦がしたとする説が有

力である。 その部屋では、結婚披露が行われ

ようとしていた。 人々は皆チャペルの方ヘ行

っており、だれも そこには居なか った。 8p寺

非常口約9Qcmの片聞きドア

③ 火元となったゼブラルーム

⑮死者1591'，，を出したキャバレールーム

①死者30名 ②死者32名 ③死者97名縦

被ドアが二つある。一方は非常口に出られるが、一方

は飲物を用意する所で、非常口には出られない。

合この図のアウトラインは、 シンシナティーの新聞より得

た。各部屋の位置については生存者の意見によ って作成し

た。死者の位置については、セ ントルークス病院の検死官

による。
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風間亮一

50分ごろ、従業員が発見した時には、火は無

人の部屋の壁を焦がし、天井を焼いて、家具

やカーペットを燃やして、手のつけられない

状況であ った。 50分近く、この火は発見され

ずに成長していたのである。 カーペッ トやい

すのラパーなどから出る’厘が、縦60cm、横 l

m ぐらいのエアーダクトを伝わって、他の部

屋に侵入し始めたのはこれよりだいぶ前であ

ったと推定される。

サパークラブ「ビパリーヒルズ」は、ケン

タッキー州の北の端、サウスゲートという小

さな町にある。こと は、オハイオ州 シンシナ

ティーから約 5- 6 kmぐらい南に寄った所に

f立置し、 シンシナティ ーのベッドタウ ンとい

った所である。 有名タレントのショーが目当

ての客は、lOOkm以上もの道を車を飛ばしてや

ってくる。 三つの主なレストラン と、四つの

主な宴会・会議場は客を2,000名以上収容でき

ショーが行われるキャバレールームと合わせ

ると、収容人貝3,000名とも4,000名ともいわ

れる （パンフレッ トによると、大小合わせて

18のダイニングルームがあり、5,000名収容可

能とある）。建物は、 1階と一部 2階からなる

かなり大きな建物であるが、 2階部分は、 一

般の客の入らない事務室とプライぺートルー

ムがあっただけである。 入口とちゅう房を除

けば、すべて鉄骨木造建築であった。客はい

ずれかのダイニ ングルームで 1- 2時間ぐら

いかけて食事をとり、予約しておいたショー

を見にキャバレールームヘ移るという行動を



とる。火が発見された 9時すこし前という時

間は、 1回目のショーが終わりに近く、キャ

バレールームの入口付近は、 2回目のショ ー

を見ょうとする人々で長い列ができていた。

死者163名（ 7月 1日現在）中、 159名が死

んだキャバレールームは、その時ショ ーのラ

ストを締めくくるコメディアンのジョークに

対する笑いに包まれていた。他の従業員に火

事を知らされたボーイは、ステージに走りコ

メディアンに耳打ちした。コメディアンはす

ぐにジョークをやめ、火事が発生したことを

聴衆に告げた。しかし、聴衆はジョークの続き

と思って信じなかった。そこで、ボーイがマイ

クをとって「火事です。ここから右の人は北の

非常口ヘ・・・・・・」と、二つある非常口と二つあ

る出入口を指示した。それから室内は騒然と

なったわけである。当夜は、補助のテープル

といすがステージの周りに置かれていて、隣の

人とひじをぶつけ合うほどの混み方であった

ため、普段より 500名ほど多いl,500-1,600名

の入場者であったと推定されている。生存者

数に比べて約焔の死者で済んだのは、むしろ

少ない方であったといえよう。北の非常口付

近の97名の死、南の非常口付近の30名の死、

そして、ステージに向かつて左寄りの底部（ 1 

階より 2- 3段低くなっている）に折り重な

るようにして焼死した32名は、燈による一酸

化炭素中毒死であり、特にその32名は火によ

る損傷がひどかった。また男女別にみると、
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93名が女性で、 66名が男性。約 3 : 2の割で

女性客の死が多かった。女性はロングドレス

を着ていたことによって、すそを人に踏まれ

たりして、思うように歩けなかったことが考

えられる。他の 2名の死者は、ヴィニーズルー

ムに焼け落ちた 2階部分に見つかった。しか

し、どうしてそこで死んだか定かでない。死

者は合わせて161名、病院で死んだ男性 l名と

合わせて162名となる（ 7月 1日までの聞に病

院で女性 1名が死亡。計163名となった）。

筆者は 6月29日に現地に行ったのだが、火

災現場は、保険会社が雇ったガードマンがシ

ョットガンを持って厳重に警備し、何人たり

とも近づけない。日本では警察が聞く守って

いるのに、こちらでは保険会社が現場を保持

している。 多くの死者を出し、かならず行わ

れる裁判で、損失を少なくしようとする保険

会社は、必死になって現場を守っている。

日本で‘得た報道では、このクラブが丘の上

にあって、そこへ通ずる道が一本しかなく、

しかも狭かったので、消火活動にひどく困難

を極めたとあった。写真に見られるように、

小高い丘ではあるが、道路がなくて近づけな

い所ではなく、前の緩やかなスロープは、ど

こからでも接近が可能だったといえよう。応

援も含めて60台ぐらいの消防車が現場に急行

している。

（村ま りょうW 東京外国語大学心理学研究室）

災害行動科学研究会幹事
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雑居ビルの問題点

出席者

上原重信 償浜市消防局

金子健治 東京消防庁新宿消防署

佐藤捷雄 東京消防庁渋谷消防署

竹内 五F晶己司 東京消防庁豊島消防署

渡辺和男 沼津市消防本部

塚本孝一 （司会） 日本大学教授

6、 7階というような耐火構造の上に、いつごろ

建てられたのか、さらに木造で l階分が追加され

ているというような、明らかに違反なんですが、

塚本（司会） 1昨年から雑居ビルの火災が続い そんなビルが現実に今あるわけなんですね。 そし

ています。実は雑居ビルというのは、日本の社会

のなんか縮図みたいに考えられまして、 外からは

きれいに見えるように思っても、なかなかその内

容は、 外から見るほど簡単なものではないと思い

ます。 そんなことで、そういう所を対象に現場を

見て歩いている査察の第一線の方々にお集まりい

ただいたわけです。

まずひとつ、雑居ピルについてどんな印象をお

持ちか、おおざっぱなご意見を一言いっていただ

ければと息います。横浜の上原さんから、どう で

しょう。

上原 今日、ここへ出席するために、 2、 3雑居

ビルを回ってきました。雑居ピルといいましでも

いろいろありますが、いわゆる風イ谷営業の混じ っ

ている雑居ビルの状態というものは、夜しか見て

いなかった私の目には、こんな所かという ふ うな、

危険ということを痛切に感じられるんですね。危

険ということを考えてあの中に入ったら、とても

酒など飲んでいられるような状態ではない。

設備としても、古い設備が非常に悪いんです。

いわゆるそ及対象に挙がっているような対象物で、
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て屋外階段を通りまして 6階から 3階ぐらいま

では、避難階段、避難器具、というふうなチ ェッ

クをやってくる。 ところが 1p皆にきますと、その

階段が、実は 1階に抜けられないような状態にな

っているわけです。シ ャッターがさびついて、何

年開けたことがないかわからない、通路は物置代

わりで、ほこりがオーパーに表現すれば 5寸もた

まっているといった状態で、現実にそこは通路と

して使われていない。上の方からは、避難場所だ、

避難階段だという標示や誘導灯があって、そこに

誘導しているわけです。

こんなビルを見て、雑居ピルの危険ということ

を痛切に感じております。

渡辺 私は雑居ピルを外人部隊のような感じがし

ているんです。 人ではなくて建物ですけれども、

なんか異なった、だから雑居ビルというんだろう

けれども、その中に入っていくと、場所場所によ

って全然変わったイメージが出てきて、こんなの

が雑居ビルじゃないかと。 そのために、非常に共

同防火管理というのは難しいんじゃないか。

塚本 いや、いまおっしゃったように、それぞれ



イメージが違って、はじめて商売になるんですね。

それがくせ者ですね、あれは。

渡辺 ですから、消防の訓練をやるにしても何を

するにしても、時間帯も違ってしまうし、なかな

かやりにくい点じゃないかなと、そんな風に考え

るんですがね。

金子 私の所は新宿の繁華街、日本でもし 2を

争うような繁華街を呈している所ですが、非常に

ざっく ばらんな雑居態勢を示している繁華街であ

るということです。消防の防火管理体制の面から

も、あるいは行政上の問題からも、立ち入り検査、

あるいは消防防御行動をやる場合、非常にやりに

くい場所だ、ということの一語に尽きます。

共同防火管理体制についても、まず従業員の定

着性がないんだということ、もう一つはお店のほ

うがしょっちゅう変わってしまう。用途変更して

しまう、というようなことから、共同防火体制が

できにくい立場になっている、というのが現実の

姿だと思います。

それから、消防設備のそ及、あるいは維持管理・

設置などについても、消防のほう からいっても、

おいそれと相手方が反応を示してくれないという

のが実情です。

佐藤 私は雑居ビルそのものについて、 一応いろ

いろパターン、態様といいますか、分類 ・ランク

付け、こういったものがあると思うんです。共同

住宅で、下の方に幾つかの物品販売店舗などがあ

るというような、非常にシンプルなスタイルの雑

居ビルといわれるものもあるし、たとえば、キャ

バレーなどが入っていて、いろんな階層にまたが

って、いろんな用途が入っているというものもあ

るし、非常にランクがあると思うんですね。 その

中で、やはり風俗営業施設の入っているビルが、

非常に雑居性が高くて危険だ、という感じがとく

にするわけです。

特徴としては、やっぱり消防関係 ・避難関係設

備はもちろんですが、管理がとくに難しいですね。

それに、風俗営業をやっている人たちには申し訳

ないんですけれど、風俗営業関係については、なり

ふりかまわずといいますか、とくに営業本位でや
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っている。そういうところが強くf惑じられますね。

竹内 大体皆さんがおっしゃ ったような内容です

が、まずーっの棟に何軒も家が入っているんだと

いうような考え方ができると思うんです。 それ

で、雑居ビルについては管理権限という煩わしい

ものがありまして、ビルを統ー して管理するとい

うようなことが非常に難しい面があるんじゃない

かと思います。 防火管理体制も、権利関係や複雑

な営業形態のために、統ー して計画しにくい面が

ある。水商売といっていいかわかりませんが、こ

ういう業種が多いわけで、 今 日入って明日はもう

辞めてい くというような事も考えられるわけで、

その辺が消防行政をする上で問題が大きいんだと

いうことです。

l改装のたびに穴が ll 
塚本 東京消防庁まとめの51年の建物火災をみる

と、複合用途防火対象物の建物火災に占める割合

は28.2%、やっぱり大きいですね。

上原 私のところでは、 49年が 8件、 50年が 6件

そして51年が11件、今年は 1月から 6月まで 5件

です。横浜は少ないんです。

金子 私ども新宿消防箸管内の火災をみますと、

2番目に多いのが雑居ビルの火災ですね。管内の

51年の火災データでは、火災件数が175件、焼失面

積は555m＇と非常に少なかったんですが、用途別の

火災原因は、まず第 l位に上がったのが共同住宅

で33件。 内訳は放火が 5、たばこ 10、ガスコ ンロ

6というような形、それから 2番目に多かったの

が俗にいう複合用途全般です。 それで雑居ビルの

ほうが2p件、共同住宅・事務所の入った複合のも

のが 6件、合計32件あります。 次に多かったのが

一般住宅の 9件、 4番目に飲食店の火災が 6件。

それから併用住宅の 4件。 そんな状況からいきま

して、複合用途対象物の出火原因の度合いが非常

に多いんだということがわかるわけなんですね。

塚本 皆さんから雑居ピルの問題点をご指摘いた

だきましたが、査察上の具体的な例などからうか

がいたいと思います。 まず1度辺さん、らくらく酒
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場の火災の話をちょっと。

これは皆さんもご存知のように51年 12月26渡辺

日起こ った火災で、死者15名、負傷者 8名の被害

火災原因はダンボール箱を持ってき

て階段室に火をつけたんですが、その階段室が、

ベニヤにクロスをはって内装していなければ、そ

の運んだダンボールだけが燃えただけでそう大き

が出ました。

渡
辺
和
男
氏

な事故にならなかったんですが、内装してあった

ために、瞬時にそれに燃え移ってああいう事故を

起こしてしまったということです。 それから 1か 存のものは非常に大変だろうと思うんです。根気

のいる仕事ですね。

査察の行政上からみまして縦穴区画の問題

もちろん、耐火構造の壁等で阻ま

金子

も苦労します。

月ほどたちまして、すぐ隣の駿河レ ジャーセンタ

ーの地下にキャバレーがあるんですが、その入口

に火をつけたんですが、燃えるものがつけたもの

だけだったので何の被害もなく終わったんです。

らくらく酒場の場合は、階段の所の内装の

しかしテナントれまして点検口もあるわけです。

の工事によって横引きの配管というのがかならず

何かあるわけです。ガス管の埋設や水道管の増設

をしたいということになると、まずブロ ックを壊

して、天井部分あるいは床面の部分に横引きの配

管をするわけなんですが、この埋めもどしがまず

100%やってないんですね。それですきまができて

くる。いざ火災になった場合に、そこから他のテ

ナントの部分に延焼するという問題がたくさんあ

問題、これが一番大きく響いているわけですね。

渡 辺 ですから、通路とか階段など避難に必要な

所は、できるだけ燃えにくいものにしなければな

らない、ということになると，思います。

塚本

ところで、沼津市には飲食店が約3,000軒、風俗

営業が584件あります。今年の 1月から 2月にかけ

りますね。

雑居ビルの場合は建物の切り売りですから

ね。建物を全部使うには店が広すぎる。

れだけ貸してくれればいい。 それじゃあ切りまし

ようと。工事やるたび埋めもどしがきちんとでき

T三台、らこ

渡辺

どこかで一つの火災が起きれば全館燃

えてしまう。

建築をしたときの設備業者が後々まで面倒を

ていない。

て668件の実態調査と査察を行いました。立入 り検

人命安全・出火防止・消防法令違反の 3

面から指導するんですが、注意事項としては、防

火管理者関係が53件、警報設備関係56件、誘導灯

7件、カーテ ン等の防炎処理112件 、消火器の設置

210件がありました。それで、たとえば二方向避難

させようと思っても、できない問題が出てきますね。

地下などは、階段をもう ーっつけたいと思っても、

土地の関係でどうしてもできない。中に造るとな

査の時、

金子

見てくれれば一番いいんですが、テナントさんが

その段階でテナントさんの好みの内装屋

ると、部屋が半分ぐらいになってしまって営業が

変わる、できないわけですね。

そうですね。階段が 1か所しかないペンシ

ルビルなど、避難器具をつけようにもつける場所

さんがやるわけで、その人が全然わからずにやっ金 子

そんなところにも一つの盲点があるよてしまう。

一 つのいい例ですが、大洋デパートは シャ

ッター墜さんが4つから 5つ入っているんですよ。

みんな違うんですね。あるシャッター屋さんの言

によれば“シャッターの展覧会ですよ”というん

また違う業

うな気がします。この辺が非常にがないんだ、という場合がある。

行政上やりにくいですね。 塚本

それに、建物そのものは建築基準法によっ

て強度がそれぞれ決まっていますから、やたらに

穴を開けるわけにはいかない。建築との相談がど

そうしたことで、既

渡辺

自分のところも一遍ゃったが、です。うしても必要になってくる。
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者に頼んでしまう。そんなこともあって、どこに

問題のポイントがあるかわからなくなっちゃう。

その辺をあらかじめ承知の上で現場を見なきゃな

らない。

渡辺 そのシャツターもかなりくせ者なんでま。

あれはシャッターを取り替えるたびにモーターを

取り替えるわけです。モーターをすえ付けますと、

それを埋めもどしてない。ですから、取り替えた

場合にはモーターの取り付け位置を十分調べてお

かないと。

金子 それに一番問題なのはダクトですね。 ダク

トは非常にわからない。

渡辺 ひどいのがありますよ。中ヘアンコのよう

に紙を詰めまして、それで上から床材でふたをし

ているんです。外から見たって全然わからない。

それを査察上見つけ出すというのは非常に難しい

ことですね。

上原 私の方でも、複合ビルの 1階で火事があっ

たんです。鉄筋コンクリートの工事の建物の 1階

の店舗から出て、 2階の店舗まで延焼させて、そ

の上は共同住宅になるんです。共同住宅の方は区

画がありますので大丈夫だろうと思っていたとこ

ろが、ある一室に寝ていた若夫婦が煙に巻かれて

命からがら逃げ出したという話があった。火が消

えて調べたところが、皆さんから出たお話のよ

うに大きな穴が聞いていて、全然埋めていなく

て、その上に畳が敷かれていたというようなずさ

んな工事があるわけですからね。

塚本 一流の建物でも、火事が起きて焼け跡を見

ますと、幾つかの穴が見つかる所があるんですね。

上原 これは専門じゃないので間違いがあるかも
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しれませんが、新しく建築する大きなビルは、計

画申請を出して消防署でそれを一応チェ ック して

検査するんですが、ここの所はダメだ、区画がダ

メだ、ああしろ、こうしろ、これでいいか、あれ

でいいかと何回も往復するわけです。その往復す

るのは建築主ではなく業者なんですね。だから業

者は相当たたき込まれて、それで書き直しゃチェ

ックのし直しをして、これでいいということにな

って始まるんですが、建ててしまって建築主に渡

すと、今まで設備なり何なりにタ ッチしたその業

者はもうそれまで。 これから先は、そのオーナー

がやっていくんですが、設備とかそういったもの

の知識があまりない人たちに今度は一週に切り変

わってしまう。 だから、バ トンタッチする少し手

前のところまでは建築主と業者と一緒にこい、と

いうことでやる。それから、渡してから何年間は

この業者が面倒を見るということができないもの

台、どう台、。

語家本 この前シカゴへ行 って、一流の建物を建て

た設計者に会って聞いたんですが、こういうこと

をいっていました。設計の段階で防火のノウハウ

は全部我々がやる。施行段階になったら施工に当

たる専門業者を全部集めてプロジェクトを組んで

進める。 そしてチェ ックは我々が責任を持ってや

るんだ、と。その辺、日本は多くが設備は設備設

計に任せてやる。できあがった設計をチェックす

るかというとあまりしてないらしい。

竹内 そういう問題になると、建築の原点にもど

らないといけないわけですね。

本当の火の怖さを

知らない住人

塚本 設備面ではどうですか。

金子 たとえば、消防設備等の違反のものがあり

まして、早急に改修してほしいということで、消

防の方で強く立ち入り検査結果通知書だとか改善

警告書 ・命令書などを出すわけなんですが、たま

たまそれを受領する者が経営者ではなくて支配人
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だとか店長である。経営者はたまに月に l回ぐら

いしかこないんだ、というようなことで、はたし

てその改善計画書が経営者のところまでいってい

るのかどうか、ちょっと疑問にも思いますし、そ

うかといって、経営者の住所 ・氏名を教えてくれ

上
原
重
傷
氏

といっても、いや私どもは知りませんというよう

な言葉が跳ね返ってくるんですね。

塚本 知らないというのは、どういうことですか。

とになっていたらしいんです。 それをしたんじゃ

会社がつぶれてしまうからやめちゃおうと、テナ

そうするともう

本来、大家さんと契約したものがいるわけ

なんですが、又貸しをやってしまって 2代・ 3イモ・

4代と代わって、だれが経営しているか、働いて

いる従業員自身がだれに使われているのかわから

金子

ントが引き上げちゃったんです。

入ってきませんから、大家さんは困るわけです。

次に大家さんはどうするかというと、今度は消防

設備のいらないような方法をとるわけです。

ないというのが、往々にしてあるわけです。本来

の姿として、経営者であるべき社長の方にその内

容のものを渡して、やはり消防設備はっけなけれ

ば怖いものだ、ということを納得＝させていかなき で百貨店だったものが事務所になったり、雑居ビ

ルに変わってしまう。大きな資本を持っている所

はいいんですが、小資本の所がどうしてもそうい

う｛列カf出てきてしまう。

豊島管内でも、たとえばスプリンクラーの

立ち上がり管はどうするということになると、大

家が立ち上がりの主管はやる。それから各階に伸

今ま

ゃいけないんですけれども、なかなか、それが現

時点ではできないところが随路になっているんじ

竹内

びている枝管については、テナン トが責任をも っ

て改修するんだ、火災報知器もしかりで、そういう

了解事項をとってやっている所があるんですよ。

現在、うちの管内にもそれがあるんですよ。金子

ゃないかと思います。

竹内 私の体験上の話なんですけれども、雑居ビ

ルに対する大家とテナントの関係では、金を出して

建物を借りている、貸しているという関係で、そ

こで権利問題が出てきますね。 テナントは、私は

この部屋なりこの階を借りているんだから、とい

う意識があるわけですね。大家の方は、お金をも

らって貸したんだから、まあ強いことはいえない

んだという意識がある。たとえば、我々が消防設 自動火災報知設備をつける場合、大家さんは受信

器と共用する部分の配線は全部やる、その代わり

テナントの方に、自分の所の感知器は負担させて

いる所があるんですが、全部が全部まとまってつ

けられればいいんですが、 7店舗のうち 4店舗し

そういう形で、今運営し

備をつけなさい、と行く。その場合も、当初は大

かついていないんです。

ているんですが、今度は、やってくれない店子さ

んにお説教してくれ、と消防の方に申し込んでき

家さんの所へ行くわけです。大家さんは、たく

さん金がかかるし、自分があまりそれにタッチで

きないという面があるわけですね。それが段々高

じてくると、消防設備についてはテナ ン トでやり

なさい、と契約書の中に入れちゃうんですね。 た

とえば違反処理するんだという内容が出てきます

困ると消防

ているんです。

それがまた日本の風土ですね。塚本

と、どちらにやっていいのかという問題が出てき

まして、その辺の権利義務の問題で、非常に複雑

な面が出てきますね。

テナントの問題が今出ましたが、

へくる。

私が現場を回ってみてつくづく感じたのは、

火災の本当の怖さを知らないということがあると

佐 藤沼津のあ渡辺

オー直接の火災危険というものは、思うんです。

るビルで、消防がうるさくいっていたものですか

テナントのほうで消防設備をしろ、 というこ
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り、



く知っていて、事故があった際、必要なとるべき

措置がとれるような人たちがいない。

やはり 一般の人々は、経営者側も現場の人

たちも、いわゆる火の怖さを知らない。 火災は怖
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塚本

いものだとは知っていても、怖さを休で判断でき

無理な注文だが。

よく知って、よく教える

るようになっていない。佐
藤
獲
雄
氏

私ども新宿消防署では、 52年 2月から 5月金子ナーじゃなくてそこの現場にいる人たちだ。その

の末日まで、風俗営業施設を対象にした立ち入り

検査をやったんです。これは昼間の査察だけでは

なかなか取り締まりが徹底しないことから、夜間

の査察を考えまして、俗にいうパトロール査察な

んですが、 4月半ばごろから現在までこれは統い

人たちが火災の危険を本当に知っているのかとい

うと、あまりにも知らない。話をしてみると、こ

の家は鉄筋コンクリートでできているんだ、だか

ら燃えないんだ、ということを盛んにいうわけで

ております。毎週といいますか隔週といいますか、

金曜日を予定しまして、大小のキャバレーを含め

て現在約60対象ばかり実施しているんです。普段

その時

聞なら経営者も支配人もホステスさんもいるから、

その関係者、従業員に対しても、火災があった場

合どういうような対処をするかH と質問をするこ

す。 本来、火災の危険を直接被る人たちが、火災

という事故の恐ろしさ、怖さを知らないんじゃな

いかな、というのが実感ですね。

ごく最近あった火災事例なんですが、かなり大

きな雑居ピルで、物品販売店舗もあるし映画館も

ある。 ないものはないという雑居ビルなんですけ

れど、 5階のちゅう房から出火したんです。ほん

のわずか燃えたボヤだったんですが、管理室の火

災報知器でその火災をキャッチしたんですが、 5、

見られない営業中をつぶさに見られるし、

とも含めて、パトロール隊を編成しているんです。

今までに、約 5件ばかりの勧告書をその現場で

作りまして、関係者のほうへ出しました。警告書

は 3件発行して、即日是正してもらったというよ

うなことで、これはこれからも続けていきたいわ

けなんですが、メリットがあるんじゃないか、

いうふうに考えているわけです。

私ども横浜では、消防特別査察隊一一特察

隊というのが52年 4月 1日からできました。 これ

と

6人の人たちがいて、実際そこで何がなされたか、

結果としては何もしていないんですね。放送設備

とか、必要な設備はありとあらゆるものがそろ っ

ているんです。 それでいて消防隊が行っても、な

んの誘導もできない。 いったいどうなっているの

かもわからないというのがあった。 1回でも 2回

上原でも訓練がされていればなあ、と痛感しました。

は不特定多数の者が出入りする対象物で、延べ面

積がl,OOOm＇以上のものや、寄宿舎、共同住宅等で

私も感じるんですが、やっぱり入っている

人の防火管理意識が全般的に低いんじゃないでし

竹内

ょうヵ、。

11階以上のものなど、特別査察対象物が指定されガードマンを夕方から使っている佐藤

ておりまして、その対象物の査察と追跡査察を行

い、防火管理上の不備、欠陥を発見、改善をする

ことを業務とする消防局直轄の特察隊です。

直接そこの管理者の直轄の従業

それに、

所がありますね。

員じゃなくて。今は分業化していて、何も事情の

日本

人は本部とか局とかいうと、 一 目おくということ

があるんですね。個々のオーナーと折衝した時、

案外積極的な姿勢を示すわけです。だから消防の
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わかっていないガードマンの人たちが、カッコい

い制服を着て、その人たちに聞いても何もわかっ

ていないんですね。使い方などは一応知つてはい

るんでしょうが、真にその建物について内容をよ
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竹

内

定

氏

方でも、教育ママ的ではなくて、き然とした態度

をもって臨むと、なんか今年から急に厳しくなっ

たんだそうだ・・・・・・。 やらなければ・・・・・・ということ

になるのだと感じているんです。

塚本 わかりさった危険な状態をそのままにして

おいて、もし事故が起きたら、そっちが責任を持

つんだぞと。一人死んだら賠償金は今、最低2,700

万円ぐらいですよ。これをどう考えるんだ、って

放り出した方がいいのではないか。ああしろ、こう

しろとこまごまいうから、かえって過保護になり、 いんだ。やはり燃えにくい材料を開発して使うよ

いわなければ何も考えないことになってしまう。 うにすべきだというのが 難燃材の規定ができる

上原 こんな言葉も返ってきたんです。スプリン きっかけです。難燃材というのは、可熱温度が高

クラー設備をしなければどうなりますか。ちょっ くなると燃えてしまう。だから、一つしかない避

と黙ってますと、これは営業停止、告発までする 難路には可燃材を使わないことです。

んですか。こんな言葉が資察をしている段階で向 金子 一番いいのは、耐火構造の壁に直接クロス

こうから出てくるわけなんですね。この査察を行 ばりすることですね。

ったその結果に対する措置はまだ今後の問題で、 塚本 そうなんです。 やっぱり我々がよく理解し

今度は違反処理という段階で、追跡査察をどうい て、アドバイスしてやる必要があるでしょうね。

うふうな形でするかまだ未知数ですが、ゃった感じ そこでもし、個室から出火して燃え出した場合、

では、なにかるこに一つ、 主な錐居ビル火災の被害状況

しっかりした線を持って

臨むと、今までと変わっ

た感じで相手も受けてく

れるんじゃないか、そん

な気がします。

ところで、さっき沼j宰

さんから、避難の通路と

かそういう所に燃えるも

のがあるからいかんのだ

というお話がありました

が、内装材ですか、安全

な、燃えない、そういう

資材の開発というのはど

の辺まで・・・・・・。

塚本 かなり進んでいま

すね。その問題の出発点

というのは、 33年の宝塚

劇場の火災からの話です。

こんな大きな所でこんな

火事だしちゃしょうがな
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年月日 t晶所 ピル名 焼失面積 死傷者数 原 因

41. 1. 9 川崎市 金井ビル 691.Sm' 死12 傷14 タバコの不始末

43. 1. 8 東京中央区 松竹会館 110 。。マッチの燃えかす

43. 3.13 ” 千代目区 有楽ピル 31 3 0 サウナヒータ の取り付け不備

43. 3.14 " ~1胤区 ブロンズ会館 1,233 。13 石油ストーブの不始末

44. I 9 ’新宿区 日本青年会館 440 3 9 タバコの不始末

44. 5. I H 大図区 蒲田文化会館 I, 782 。13 ，， 

44.12. 5 n 渋谷区 東急百貨店東横II苫 189 。 3 ，， 

45.11.25 n 台東区 新世界 137 。。 ， 

45.12.26 水戸市 中央ビル 13,306 2 18 不明

46. 3.20 東京江戸川区 桐沢ピル 137 。 0 タバコの不始末

47. 5.13 大阪市南区 千日デパート 8,800 118 69 工事人のマッチの投げすて

48. 5.28 東京新宿区 第 6ポールスターピル 446 0 不明

48.12. 3 高山市 丸満会館 165 2 0 調理中の油なべ

48.12.19 津市 大門ビル 2,400 。0 不明

49. 2. 2 東京新宿区 モナミピル 250 。 0 調理場の火の不始末

50. 3. l n 笠ぬ区 朝日会館 68 5 17 電気ストープ

51 1.10 w 新宿区 貴悦ヒ.，レ 100 12 不明

51.11.27 " rl烏区 関恨ピル 504 l 0 不明

51.11.30 H 新宿区 モナミピル 70 。0 調理中のr由なべ

51.12. 4 H 江東区 国松ビル 75 6 3 放火

51.12.16 旭川市 今井ビル 210 3 。
51.12.26 沼津市 三沢ピJレ 269 15 8 放火



その出入口の扉を必ず閉めてしまうことを十分に

頭に入れてやることが大切です。 閉め切 ってしま

えば、内部は酸素不足の状態になって激しく燃え

盛らないと同時に、煙を避難路などの共用場所の

方に充満させないですみます。

佐藤 先程も申し上げましたが、直接の出火の元

となるものを潜在的にもっているのは現場の人た

ちです。 その人たちの火災危険意識は本当に低す

ぎるんだろうと思うんです。 ましてや、その設備

が一体となったもの、あるいは避難施設について、

建物全体として考えてっくり上げられたものに対

して、本当に理解していないんだろうと思うんで

す。 それに対して、消防機関がその知らないこと

を理解して、それを本当に相手にわからすだけの

知識の普及をしているのかというと、ズパリいっ

て、あんまりしていないんじゃないか、というと

ころだと，思います。

上原 そういうことですよね。我々がよく理解す

る必要があるわけですね。

｜｜ほしい防火管理思想 ｜｜ 

塚本 それでは、今後これだけはなんとか考えて

ほしいというものがあったら、おっしゃってくだ

さい。

渡辺 沼津の場合を考えますと 、もし横の窓をベ

ニヤでふさいでなければ、 2階から隣の屋根に逃

げられたのです。どうしても階段がつけられない

というならば、隣の屋根でもどこでもいい、逃げ

られる方法をつくってくれればいいじゃないか。

逃げる方法さえつくっておけば、犠牲者は出なく
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なる。人命に危険がなければ、火災があったにし

てもそれほど問題はないと思うんです。

金子 これは法規上の問題に絡むんですが、旅館、

ホテル、映画館等の輿有場、それからサウナ、トルコ

これには俗に消防署の方で意見警を公布し、それ

で保健所と警察の方でもその内容を検討して、消

防設備上の問題、防火上の問題がよけれぽオープ

ンしでもよろしいですよ、というような法律があ

るわけですが、風俗営業施設、とくにキャバレー、

／て一、クラブだとかについては、その法律を適用

して、あくまでも消防機関のチェックを受けてか

ら営業を始めてもらう方法にもっていっていただ

ければ、今までのような悲惨な事故も割合と少な

くなるんじゃないだろうか、という気がします。

それからもう一つは、階段が 1か所しかないよ

うなペンシルピルですが、これらに対しては、上

層階とか、地下の深層階について、この部分には

風俗営業施設を置いちゃいけないんだというよう

な、ある程度、規制してもらった方がいいんじゃ

ないか、という気がするんです。

塚本 ただ営業させないっていうことは、なかな

か難しいですね。 それに住民意識が強くなりまし

たから、へたに強圧的に出ると、今度は逆効果で

反発してくるんじゃないか。前に話があったよう

に、関係者と消防とが危険について共々検討する

というようなやり方で話をする。 消防の方で責任

持つならここまで持つ。あとはお前の方で責任を

持つんだ、というような、その辺がうまくいくよ

うになってほしいと思いますね。最近消防に反発

する声が多く聞かれるようになっています。

佐藤 今までの話の中で、出てきた問題がいろい

ろあったわけですが、私は避難施設について、建

物をつくる段階からゆとりをもって単純化できな

いかなあ、ということをハードな面としては、そ

んなことを強く感じるんです。 しかし、そのハー

ドな面が仮に満足したとしても、問題はそれだけ

では解決しないんだと思うんです。やっぱり広い

意味の管理体制だろうと思うんです。 ズパリいっ

てそれがどうしてもうまくいっていないんですね。

一 つには集約化しすぎているんですね。 1坪 の 所
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でも有効に生かそうとしすぎて、ゆとりがない。

もう一 つは、賃貸あるいは分譲といういわゆる区

分所有、こうい った形態が綾雑になっていて、火

災という災害 との対応が、どうにもうまく結ひ’つ

かないんですよね。 そこにもう少し有機的なつな

がりがあってほしいな、と思、うんです。

塚本 近ごろ赤坂あたりに建てられた雑居ピルを

みると、なかなか工夫がされているようです。

竹内 私が考えますことは、防火管理が大事じゃ

ないかということです。 火災事例など見ましでも

人為的な原因による火災が非常に多い。 とくにそ

ういう面で、もう少し防火管理者というものの制

度を重視して欲しいと思います。 防火管理者自体

の質の問題にしても、我々は、 一方ではとっつき

やすい問題で、早く講習を受けて専任してくださ

い、ということでいきますが、また一方では、も

っと高度なもの、あるいは高いランクの防火管理

能力を必要とするような内容を要求しているわけ

ですよ。その辺で多分にギャップが出てくるわけ

ですね。それぞれ管理者を要するようなテナント

についても、ただ防火管理者をつくればいいとい

う安直の考えでなく徹底してやっていただけない
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か、という気がするんです。

塚本 これは、 2日の講習を受ければいいんだ、

ということで始まっ たんですね。 また、そうでな

ければできな・かったんです。

竹内 ですから防火管理者というものに対する一

つの裏づけなり見返りがあってもいいんじゃない

かとも思います。

金子 防火管理者という非常に重責を負っている

わけですからね。この面に対するある程度の地位

づけというか、役職みたいな形でもつければ、防

火管理者としてやりがいがあるんじゃないかとい

う気がしますね。

上原 共同防火管理の問題も大きな対象ですね。

私たち特察隊が手をつけるような対象は、案外う

まくいっているんです。しかも一 つのビルだけで

はなくて、防火連絡会というのが作ってありまし

て、お互いに交流をしあって、これはうまくいっ

ているんです。ですから、こういったうまくいっ

ている例をもっと広めていって、 小規模のも のに

も波及させていくということが必要だと思うんで

す。逃げろとか火を出すな、ということをいって、

これは何が原動力になるかというと、スプリンク

ラーや消火栓じゃなくて、その人の心だと思うん

ですよ。いわゆる防火管理という思想がそうする

んであって、だからその意識を高める意味がまず

優先しなきゃいかんと思う。危険だから逃げろと、

逃げることを第一に、ということも当然推進して

いかなければいけないけれど、逃げる時はゆっく

り逃げるような体制をつくり上げていくのは、や

っぱりそのオーナーなり、テナントの長なり責任

のある人たちの意識だと恩うんです。 だから、金

のかかる消防設備を勧告しながら、なおそ ういう

意識を高めていくということが、本来我々の任務

であり、一般の社会に、そういう思想が広まって

ほしいと思うんです。

~本 防火管理者に明確な立場ができるほど、火

災事故が起きたときに責任を間われることになる。

どうも、そういう傾向が見られるようになりまし

たね。 それではこの辺で・・・・・・。 どうもありがとう

ございました。



はじめに

船舶、橋梁、圧力容器および貯油タ ンクのよう

な鋼材を溶接して製作した溶接情造物にあっては、

構造物が強度上十分安全であると考えられる荷量

よ りかなり小さいカで破壊が起こることがある。

構造物の強さは、使用中その構造物が受けるで

あろうと予測される荷重に対して、一定の安全率

を持つように設計されている。 たとえば船舶であ

れば、その船舶が就航中に積載する貨物による荷

重と、航海中に波浪によって受ける荷重などに対

して、船体の各部材が十分安全性を有するように

設計されている。 しかしこれらの設計基準におい

ては、 一般に鋼材は延性破壊、すなわち破壊まで

に十分に延びることが前提となっている。 もしな

にかのきっかけで、これらの材料の一部が十分な

延性を失うと、構造物は脆性破壊の危険にさらさ

れるわけである。

この脆性破壊は、延性破壊の引張強さの数分の

lの低い応力でも発生し、 一秒間にl,OOOm前後と

いう超高速でき裂が進むので、 一瞬のうちに構造

物を崩壊してしまう。船舶がなぞの沈没をしたり、

貯泊タ ンクに破壊事故が起きると、真っ先に脆性

破壊説が新聞などに載るのも、脆性破壊が大破壊に

つながるからである。事実、種々の構造物の破壊

の事故調査の結果、脆性破壊が原因であった例も

かなり多く発表されている。

鋼材の脆性破壊は、低温と切欠の存在が第 1の

長津準｜

要因である。 それぞれの鋼材は種々の試験によっ

てもろさの程度を示す凶靭性値”が求められ、こ

れが脆性破援に対する判断のーっとなっている。

靭性値の一つに遷移温度というのが用いられてい

るが、この温度より低い温度では脆性破壊が生じ、

あるいはき裂は停止しないで伝播し、この温度よ

り高ければ脆性破壊が生じる心配はない。

脆性破壊がどのような機構で発生するかについ

ては、すでに長い間研究が続けられているカf、そ

の理論的解明には破壊力学が大きな役割を果たし

てきた。切欠の存在を仮定して、荷重を受けた場

合の切欠近傍の応力、歪解析を行い、応力集中度、

歪エネルギーあるいは切欠先端の変位量を求めて

脆性破壊の尺度とするもので、これらの大きさが

個々の鋼材の持つ靭性値よりも大きくなれば脆性

破壊を起こす。構造物の腕性破壊を防止するため

に必要な靭性値は、実際の構造物の破壊事故調査

の結果が参考にされている。 しかし精造物が多様

化あるいは大型化し、また新材料が使用されるよ

うになると、特定の構造物や鋼種で得られた破壊

靭性値をそのまま他の構造物に応用することが問

題となってきた。 したがって今日では、船舶、橋

梁、原子炉圧力容器など個々の構造物に適合した

基準が破坂力学的立場から検討される傾向にある。

破壊の要因

第二次世界大戦中において、米国で約5,000隻の
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輸送船が建造されたが、このうちし000隻以上の船

に大きなき裂が生じ、とくに200隻あまりの船は致

命的な損傷を生じた。 また 9隻以上の T-2タン

カーと 7隻のリパティ船が船体中央部で完全に二

つに割れるという惨たんたる事態を生じた（写真

1 ）。 これらの破壊はいずれも脆性破壊によるもの

で、 T-2タンカーの破壊の大部分は船底外板の

溶接継手の欠陥からき裂が発生し、リパティ船の

破療は甲板上の倉口隅部あるいは船側外板が直角

に切れ込んだ部分が発生点になったことが報告さ

れている。

写真 1 T-2タンカーの脆性破痕（1943年）

1950年代半ばに、飛行中上空で崩壊する事故を

起こしたコメ ット旅客機は、機体の開口部近くの

リベットホールから進展した非常に小さい疲労き

裂が脆性破壊を起こす原因となった。 1967年には

米国で大きなつり橋が崩壊し46名が死亡する事故

があった。つり綱を支えている金具の部分に脆性

破填が発生したのが直接の原因であるが、遠因と

しては応力腐食によるさ裂がかなり成長していた

ことが挙げられている。

このように、鋼構造物の破壊は切欠にその端を

発している場合がほとんどである。 脆性破壊の原

因となる切欠の種類には、溶接部の各種の欠陥、

開口部などの構造上の不連続部、疲労や腐食など

によるき裂などがある。最初は脆性破壊を起こさ

ない程度の欠陥であっても、疲労や腐食の進行に

よりき裂が成長して破壊の原因となり得る。 しか

し構造物に切欠が存在しでも、それだけでは脆性

破壊は起こ らない。 構造物の混度が鋼材の遷移温

度より低くなることが必要である。 すなわち、使
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用鋼材がその温度で十分な靭性を持っていれば切

欠があっても脆性破壊を起こすことはない。

靭性値が切欠があるとどの程度低下するかにつ

いては、後述する破壊力学によって求めることが

できる。 前述の事故例で挙げた船舶の場合、対策

として溶接技術の改良、倉口隅部に曲率を付けた

り板を二重にするなどの改良を行って脆性破壊の

原因となる切欠をなくすようにした。 また鋼材そ

のものの靭性値も向上させるよう、船級協会はそ

の化学成分の規定を設けるようになった。

これらの対策によって、その後事故の件数は少

なくなったが、しかしなお1972年にはプッシャー

パージ型（押船方式）のタンカーが穏やかな海象

の港の中で脆性破壊によって真っ二つになるとい

う事故が米国で生じている。 この場合、鋼材は必

要な破域靭性値を持っていたのであるが、原油の

積載方法に問題があったため、船体に異常な応力

が働いたことが破壊の原因となった。

一方、日本の近海において数年前大型船のなぞ

の遭難が相次いで、造船界にショックを与えたこ

とがあった。事故の当初は脆性破壊説が新聞など

で報じられたが、その後の事故調査の結果では、

一応脆性破壊の可能性は否定された。事故の真因

は船が沈没してしまったため究めることができな

かったが、いずれの船も野島崎沖という海の難所

で事故に遭遇していることから異常な波による外

力が原因という見方が支配的となった。 また、昨

年の秋台風17号の最中、豊後水道で船体が真っ二

つに折れた菱洋丸の事故はいまだ記憶に残るとこ

ろであるが、この時も当初は、まず脆性破壊の可

能性が検討された。しかし事故後間もなく行われ

た損傷状況調査によって、船体にき裂はほとんど

見られず、甲板が圧縮によって座屈したことが船

が二つに折れた原因であることがわかり 、脆性破

壊の可能性はまったくなくなった。

さて、このような脆性破壊に関する実験室での

研究は、 一般に鋼材に細いスリ ッ 卜や疲労き裂を

設けて低温で引っ張る方法で行われる。図 lは軟

鋼の切欠付広幅試験片を種々の温度で引っ張った

時の破壊応力と温度との関係を示したものである。



T1より低い温度では降伏点より小 さい応力で脆性

破捜を発生し、温度が低いほど破壊までの延びお

よび切欠先端部の断面収縮は小 さく、破壊応力も

小さくなり、破面は平滑の粒状をなす。これは鋼

材の結晶粒内のへき開面に沿ってのへき開破壊で

あって、巨視的には破面は引っ張り方向に直角で

ある。また、試験片の切欠が長く、切欠先端が鋭

くそして板厚が厚いほど？小 さい応力で脆性破壊が

起こる。試験片の破面の 1例を写真2に示した。

図1 軟鋼の切欠付広幅引張試験の破壊応力と温度

lト＿＿，

卜切欠長さ｜

』 I I 

4司

迫 l ，イ
切欠長さ d／’ 大
ー一一ヲー／ア一寸一ー・

脆性破壇 i 不安定破墳 i 延性破墳

T1 T2 
温度

写真2 脆性破面と延性破面

302BOT CRACK ARREST TEST 

GRADIENT STRESS:30KG/MM2 TEMP: +49℃ 

T1より高くち より低い温度では、破壊応力は降

伏点よりやや高くなる。破面は切欠先端にまず殉

断破壊が生じ、それからへき開破壊に移行する。

T1以下での破壊に比べて、破壊までの変形量が大

きいが、短時間で破壊してしまう不安定破壊とな

る。注意を要するのは、この温度で設計応力が降伏

点より低くても、 脆性破壊に対して安全とはいえ

ないことである。それは溶接あるいは加工などによ

って切欠先端に引っ張りの残留応力が存在してい

れば容易にこの種の破壊が発生する危険がある。

温度がT2より高い場合は完全な延性破壊となり、

破面は板の面と45・をなす現断破面をなす。

靭性値の良い材料 では曲線が左ヘ移り、 T1およ

UT2が低くなる。溶接による残留応力や、溶接継

手に切欠などの欠陥があれば、 曲線は反対に右側
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へ移る傾向となる。このほか衝撃的な荷重の下で

は滋度が低下したと同じi影響を受けることがわか

っている。冶金的要因としては、鋼材中に含まれ

る合金元素の含有量、 焼き入れ焼きなましなどの

熱処理および結品粒の大きさが脆性破壊に関係す

る。 含有量が多いほど鋼材がもろくなる元素は、

炭素、燐、硫黄などで、逆に靭性値を向上させる

元素はニッケル、マンガン、シリコン、アルミニ

ウム、ニュープなどである。

破壊の力学

脆性破壊の原因として、 切欠が大きな要素とな

ることを述べてきたが、破壊の現象を力学的に考

える場合、 あるいは材料試験によ って靭性値を求

める場合には、まず鋭い切欠の存在を仮定する。

そして荷重を加えた場合のき裂近傍の応力一歪解

析により歪エネルギー解放率、応力拡大係数およ

びき裂開口変位などを求め、これらを破壊のパラ

メータとする。たとえば、 Griffithは図2に示すよ

うな長さ 2aのき裂を有する無限板が、引張応

力 σを受けた時に、き裂が微少量8.拡大する時の

歪エネルギーの変化に着目 した。 もし、き裂が伸

長するならば、き裂を伸長しようとする歪エネル

ギーが新しい破面を作り出すに必要な表面エネル

ギーより大きくなければならぬという条件から、

脆性破壊を論じたものである。ここでWは解放歪

エネルギ一、 Gはさ裂伸 長力、-y，は単位面積当た

りの表面エ ネルギーである。

次に、図 2のき裂先端部は応力集中によって他

の部分より応力が大きくなり、き裂断面でのさ裂

に直角方向の応力分布は図 3のようになる。 同図

に示す Kは応力拡大係数と呼ばれ、荷重と試験片

の形が決まれば一 義的に決めることができる。同

図には無限板の場合を示したが、 一般的には

K=f（日）σJワE

で与えられ、f（ロ）はき裂長さと試験片寸法から数学

的にあるいは数値解析によって求めることができる。

以上は、き裂を有する弾性体内のエネルギ一条

件、あるいは応力場を対象にした破壊力学であっ
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図 2 Griffithのき設と

きR伸長力

図3 きR先繕の5単位応力渇

と応力鉱大係数
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て弾性破壊力学と呼ばれる。しかし実際の鋼材は

弾塑性体であるので、応力が集中するき裂の先端

は容易に弾性域を超えて塑性域に達する。このよ

うにき裂先端に生じる塑性域を考慮した破壊力学

を弾塑性破壊力学という。

弾塑性破竣力学では、図 4に示すようにき裂長

さ2aの両外側に）＇ yの塑性変形域が広がり、また、

き裂の拡大を妨げるように材料の降伏点σyに等し

い応力がこの部分に作用しているという仮定がな

されている。このように考えると、き裂長さ 2aで

の開口変位 Sが周囲に示したような式で求まる。

この式は引張応力が降伏点に比べて小さい時は、

近似的に（ 1 ）式のようになり弾性破壊力学の場合

のパラメータ G、Kとの関連がわかる。

S－πσ＇a_ G _ K2 一一一一一Eσyσy Eσy 
(1) 

また別の破壊力学的な考えとして、図 5に示し

たように、き裂先端部での応力、歪を、き裂先端

を取り囲む任意の線に沿った積分の形で示したの

が Riceの J積分といわれる。ここで長さ 2aのき裂

が品だけ伸長した時、き裂面f'tに沿っての J積分

は歪エネルギーをW、板厚をBとして次式で与え

られ、

J- 1 SW 一一一B Sa 

弾性変形の場合は次のようになる。
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図4 臥』gdaleの降伏モテソレ 図5 J積分の定縫
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以上示してきたような破壊力学から求まる種々

の解析値によって、構造物の脆性破壊の可能性を

判断することができる。

破壊靭性と試験方法

破壊靭性値は、切欠を付けた種々の試験片によ

る破壊試験から求めることができる。大別して 2つ

のグループに分けることができ、第 1のグループに

属する試験法は、 シャルビー衝撃試験、 DWTT  

試験（Drop Weight Tear Test）および米国海軍

が開発した NR L落重試験などがある。いずれも

腕性破壊が最も発生しやすいように、切欠のある

試験片を衝撃荷重によって破壊させる方法であ

る。試験片の温度を少しずつ変えて試験を行い、

それ以下の温度では腕性破壊が発生するという限

界の温度として“遷移温度”を求め、これを破壊

靭性値とするものである。したがって、遷移温度

が低いほど低温でも脆性破壊が起こらないので、

良い材料ということになる。

第 2のグループに属する試験法は、通常の材料

試験機で試験片を引っ張り、試験温度での破壊応

力あるいは切欠部の開口量を測定する。この結果

から、前節で述べた破壊力学的パラメー夕 、き裂

伸長力 G、応力拡大係数あるいはき裂開口変位を

計算して破壊靭性値とするものである。この場合

も材料の良いか悪いかは、これらの鞍性値の大き



さで判断される。

これらのグループの代表的試験法として、切欠

付広幅引張試験（DeepNotch Test）、三点曲げ

試験あるいはWOL試験（WedgeOpening Loading) 

などがある。

以上に示した試験法は脆性破壊が発生するか否

かを調べる試験法であるが、破壊が発生後、き裂

が停止するかどうかを調べる試験法も研究されて

いる。き裂の伝播停止に関する試験といわれるも

ので、 二重引張試験およびESS O試験などがある。

この試験法は試験片に温度勾配を付けることによ

って伝播してきたき裂をより高温の部分で停止さ

せ、停止までのき裂長さと試験片に加えた荷重か

ら前述の Kの値を計算する。 この数値がき裂が停

止した位置の温度における脆性き裂停止に必要な

靭性値となる。

以下に、現在行われている代表的な脆性破壊に

関する個々の試験法について、もう少し詳しく述

べてみる。

Vノッチシャルビー衝撃試験

破壊靭性試験として最も広く使用されている試

験法である。種々の規格値および他の試験法との

相関関係が与えられている。 この試験は図6に示

すようなlOmm角で長さ55mmの小型の試験片を用い

る。試験片には深さ2mmの V切欠を付け、切欠と反

対側から衝撃荷重を加えて試験片を破断する。試

験結果から、試験片の吸収エネルギーおよび破面

観察によって脆性破面率を求める。図 6に示した

ように、低温では破断に要する吸収エネルギーは

小さく破面は脆性破面を呈するが、高温になると

吸収エネルギーは大き く、破面は延性破面を呈す

る。 この中間の温度では脆性破面と延性破面が混

在し、それぞれの破面がちょうど50%ずつになる

温度を破面遷移温度 vT, s と呼んでいる。 また、

吸収エネルギーの最大値はUpper Shelf Energy 

vEshelf，吸収エネルギーが最大値の巧になる温

度をエネルギー遷移温度.T,Eとよび、 vT,EはvT＂と

ほぼ等しい温度となることが知られている。

このほか、吸収エネルギーが15ft-lbあるいは、

35ft-lbという一定の値になるときの温度なども、
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図6 Vノッチシャルビー衝撃賦験の遷移温度
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15ft-lb遷移温度J '15、あるいは35ft-lb遜移温度

v T ,35として一つの基準と して用いられている。

破蘭遜移温度.T＂あるいはエ ネルギー選移温度

v T,Eは、大型の広幅引張試験の脆性破壊発生温度

あるいはき裂伝播停止特性とも よい相聞が得られ

ている。大型の材料試験の結果とよい相聞がある

という ことは、 実際の構造にもよ く適合すること

を証明するものであって、日本溶接協会の低温構

造用鋼板判定規準 （WES）の規格試験にはvT,E 

が採用されている。

15ft-lb遷移温度vT c1sは前述した第二次世界大

戦中に多数の脆性破域事故を起こした米国の戦時

標準船の事故調査報告 、およびその関連報告にお

いて初めて用い られた。 この調査は破境を発生し

た鋼板、 き裂が通過した鋼板および破壊が停止し

た鋼板と分類し、それぞれについてシ ャル ビー衝

撃試験が実施された。試験結果は統計的に処理さ

れ、船体用鋼板の脆性破壊はlOftlbの吸収エネル

ギーを境にして発生していることが明らかとなっ

た。 しかしこれより若干の安全側をと って吸収エ

ネルギーが15ft-lbのときの遷移温度vT c1sが、船

体構造用鋼板に必要な破犠靭性値として採用され

ることになった。

英国のロイド船級協会においては、同様な船体

調査結果か ら、切欠剃性が十分な鋼板の限界値と

して 35ft-lb遷移温度vT ,35を採用した。 この よう

な実際の構造物の破援事故を基 にして得られた資
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料はきわめて貴重であり、今日では船体用鋼板は

軟鋼だけでなく高張力鋼、低温用鋼と鋼種が広が

り、また船体構造も著しく変化を遂げたが、上述

の規格値はなお各国船級協会の船体用鋼板の重要

な根拠になっている。

三点幽げ試験

米国のASTM(American Society for Testing 

and Materials ）の平面歪破竣靭性試験 （Kie

Test ）、英国のBritish Standards Institutionの

co D試験、あるいは我が国において標準化され

る傾向にある工業的C0 D試験などが、この試験

方法で実施される。

図7 三点幽げ試験片の形状寸法
p 

ナ
凶
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標準試験片の形状、寸法は図 7に示すもので、

深さは板厚の 2倍、長さは板厚の 8倍以上とし、

長さの中央にほぼ板厚に等しい深さの切欠を有す

る。 さらに、できるだけ鋭い切欠からの靭性値を

求めるため、 A ST  M規格およびBritish Stan-

dard Institution規格では、切欠の先端に疲労き

裂と呼ぶきわめて鋭いき裂を入れることが条件と

して決められている。

必要な試験温度において荷重を加え、破断まで

の切欠の開口変位量を 記録する。K1c Testでは、

破壊発生荷重と試験片寸法からKidlを計算によっ

て求める。 C0 D試験では切欠の聞いた部分で計

測した開口変位量を切欠の先端の値に換算する。

これらの実験結果を基にして、前節で述べた破壊

力学を応用して、き裂長さと破壊応力の関係を求

める。 実際の設計に応用する場合は、とれらの試

験結果に適当な安全率を見込んで使用温度に対し

て設計応力を求め、あるいは材料の選択を行うわ

けである。

伝矯停止試験

この試験には温度勾配を付けた二重引張試験、

64 

あるいは ESS  O試験が主として用いられている。

二重引張試験の形状、寸法を図 8に示したが、試

験片はき裂を発生する部分と、発生したき裂が伝

播する部分からなり、発生部はできるだけ低温に

して、高1J荷重による脆性き裂の発生を容易にする。

一方ESS O試験は二重引張試験に似ているが、

発生部がなく、伝播部に 図自こ置引張試験片と
停止特性

イ寸けたVノッチにくさび

を打ち込んで脆性き裂を

発生させる方法である。

これらの試験では、伝播

部は発生部に近い部分を

低温にし、反対側が高温

になるように温度勾配を

付けておく。発生部から

進行してきたき裂は伝播

部内のある温度のところ

で停止する。 この時のき

裂長さおよび主荷重の大

きさから、停止温度にお

ける靭性値を求めること

副荷重 主荷重
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停止温度℃

ができる。 (b) 

これらの実験結果によって、き裂が伝播した場

合に、それがある長さで停止するための応力およ

び温度の限界が求められる。日本溶接協会のWE 

S規格はlOmmと 100mmの長さのき裂で停止する温

度を基礎にして決められている。前者は G種と呼

ばれて、脆性破壊に対してはごく一般的な構造物

に対して適用され、後者は A種と呼ばれて、脆性

破壊がとくに問題となる溶接構造物に対して適用

さオ1る。

破壊の防止

一般に構造物の各部材の寸法は、強度計算によ

ってまず十分な安全率を有するように決められる

が、それと同時に材料設計として、構造物の使用

温度において脆性破嬢を起こさないような靭性値

を持つ鋼材の選択が必要である。

船舶、橋梁、圧力容器等個々の構造物の使用条



件に適応した靭性値がそれぞれ規格に示されてい

る。これまでも述べてきたように、これらの規格値

は長い間の構造物の実績に基づいた部分が多い。

しかし新しい構造が出現したり、新しい材料が使

用される場合は、最近の破壊力学による研究成果

を用いてその安全性が検討されている。船級協会

の高張力鋼、低温用鋼の使用に関する規則 、日本

j容犠協会の厚板使用に関するW E S規格などが新

しい規格である。

また新しく破壊力学に基づいて靭性値を規定し

たものも現れている。橋梁設計において American

Association of State Highway and Trans-

portation Officialsは、橋梁の実荷重を計測し、

その荷重速度に対応して破壊力学から求まる靭性

イ直を要求している。 American Society of Me-

chanical Engineeringsは原子炉用圧力容器につ

いて、種々の脆性破壊試験法で得られるKc値の最

低値を規格に採用している。 したがって、高速荷

重に対する破壊靭性値や、超厚板のさ裂停止試験

の破壊靭性値も満足することになるので、きわめ

て安全性の高いものとなっている。

最近の新しい構造物の一つに、クリーンエネル

ギーとして需要が拡大している LN Gの運搬船が

ある。 しかしこの LNG  （液化天然ガス）の温度

は約一162℃という超低温であり、脆性破壊に対し

て十分な検討が要求されている。船級協会では、

これまでー50・C以上の温度のみを対象にしていた

ので、 LN Gの出現に対処して国際船級協会連

合（IACS）は国際的に統一規則を制定している。

LN  Gタンク用材料には低温で鞍｜生が優れている

9%Ni鋼、アルミニウム合金あるいはステンレス

鋼などが使用されている。 LN G船の船体構造は

幾つかの方式が採られているが、船体に対しても

各部の温度分布を考えて鋼板の規格が決められて

いる。

むすび

脆性破壊の研究は第二次世界大戦後、溶接構造

の発展と共に急速に進歩してきたもので、現在に
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おいても鉄鋼、造船、土木、建築など関係する産

業分野において広く研究が続けられている。最近

においては、とくに弾盟性域での破壊力学、高速

荷重の下での破壊靭性など次々と未知の分野へと

研究が進められている。

今日まで各方面で行われた研究の数や種類はぱ

く大なものであり、これらの成果によ って、一般の

構造物においては、まず腕性破壊に対する心配は

いらないと考1えられるようにまでなってきている。

最近の造船関係での一つの研究として、日本造

船研究協会は「破域力学を実際の構造物に適用す

るための研究」を企画した。 この研究は、構造物

が一生の問に受ける荷重を考え、破壊力学によっ

て内在する諸欠陥からさ裂が発生し伝婚していく

過程を追跡し、ある大きさに成長したき裂が腕性

破壊に結ひ・付くか否かを定量的に判断する。 その

結果から構造物に内在する欠陥の評価を行い、材

質、工作、検査補修などの問題の検討に役立たせ

ようとするものである。 このような研究は、今後

における脆性破犠の研究の方向を示唆するもので

あり、破壊の原因となるき裂の発生を未然に防ぎ、

またき裂が発生しでも大破壊につながらないよう

にする構造設計、あるいは材料の選択が常に検討

されているのである。

終わりに、本文を記すに当たっては、下記の文献

を参考にして警かせていただいたことを付記する。

（ながさわ ひとし／運輸省船舶技術研究所）

・5・ 4・ 令

1) S.T. ROLFE and J.M. BARSOM ”Fracture and 

Fatigue Control in Structures, Application of Fracture 

Mechanics” Prentice-Hall, Inc, 1977 

2) A.S. TETELMAN a吋 A.J.Mc Evily, Jr ”Fracture 

of Structural Material s” John Wiley & Sons, Inc, 

1967 

3) J.F. KNOTT ・下undamentalof Fracture Mechanics” 

Bondon, B utterworths, 1973 

4) 池田一夫”切欠じん性の規格値とその恨拠”溶接学会誌、

第45巻第10号 1976. 10 

また、各種規準については日本溶築協会、日本海事協会、研究

成果については日本造船研究協会の諸報告が非常に参考になる

ことをイ寸言己しておく。

65 



'77予防時報111

協会だより

防火ポスターデザイン決まる

8月17日附、当協会理事会主主において全国から

寄せられた作品の審査会が行われました。 その結

果、本誌表4にご紹介した入選作をはじめ、次の

入賞が決まりました。

入選 （賞金70万円） 八神手口敏／愛知県

佳作（賞金20万円） 玉木作重／千葉県、有阪

博道 ・星野英樹／東京都、田島一夫・大友康

孝／東京都、大西英二／香川県、松村ー友／

福岡県

努力賞（賞金 5万円） アー好健一／福岡県、広

野司／福岡県、高械霞太郎／神奈川県、椙村

修二／東京都、荒木精一／大阪府、山川芳秋

／愛知県、野中勝二／福岡県、飯島徹／東京

都、大島一成／愛知県、赤治芳延／東京都、

笠増秀男／福岡県、田中邦彦／神奈川県、田

中早苗／福岡県、小野田昌輝／京都府、野中

勉／福岡県

集中キャンベーン、山形市で

ことしの地域集中防災キャンぺーンは、 10月14

日（金）～19日（水）の6日間、山形市で行われます。

この防災キャンペーンは、 t也元のマスコミをはじ

め、官公庁、諸国体の協力を得て、毎年 1回都市

を変えて行っております。 山形県は、昨年酒田市

の大火があったことから、山形新聞をはじめとす

る関係者が、ひとしお力を入れております。 キャ

ンペーンの主 な内容は次のとおりです。

．総合jl}j災展＝丸久松坂屋14日一19日．市中パ

レード＝歌懸稲荷ー いなり角一十日町一本町一

七日町一市役所前（一斉放水） ー 旧県庁前広場

14日11時30分．消防自動車合同寄贈式＝旧県庁

日本損害保険協会の活動、とくに防災活動を中山にお
知らせするページです。協会の活動について、ご意見
やご質問ガございまし芝ら、何なりとお気軽に編集部
＝当協会予防広報部予防課あてにお寄せく定さい。

前広場14日13時30分．消防訓練とアトラクショ

ン＝丸久松坂屋前歩行者天国14時．交通安全教

室と救急講習会 ・消火訓練＝丸久松坂屋屋上15

日午後．人形劇、紙芝居、腹話術による安全活

動 ＝丸久松坂屋屋上15日、 16日．｜勿火講演会＝

18日「防火管理について」日大教授塚本孝一氏

．防火ポスター展＝丸久松坂屋14日～ 19日

防火CF、秋にオンエアー

このたび当協会では、 一般家庭むけの火災予防

p Rとして、テレビCFを作り、下記のように放

送することになりました。 この CFは30秒で、内

容は火元点検に重点を置いたものです。放送局は

80局、全国どこでも見られます。ぜひご覧になっ

て、ご意見をお寄せくださるよう、お願いします。

テレビ放送スケジュール

放送期間は全局11月26日（土）から12月2日（金）の7

日llll「秋の全国火災予防運動」期間中です。

ただし、北海道と東北 6県は約 1か月前に「秋

の火災予防運動」が実施されますので、期間外と

なります。

放送局 曜日と時刻

北海道HBC 月一二t11: 35、11:45 日11:45、II:55 

n
u
n
U
R
d
n
U
F
O
 

E

－u
A

U

E

J

E

J

冒

A

－

－

－

1

1

 

1

1

1

1

l

 

n
u
n
u
n
U

ハU

nU

3

3

3

3

0

 

E
A

A
U

B

A

B

A

B

A

 

I

l

－

－

－

 

木

目

土

日

土

民
d

R

U

R

u

r

a

E

J

F
O
R
U
F
O
a
u守
内

4

1

1

1

1

1

 

1

1

1

5

1

1

 

F

ヘd

n
u
n
u
n
u

、i
nU
E
J

5

5

0

1

3

5

 

1

1

1

、
1

0

・A

可
i

可ム

ハ
u

t

A

司
A

水

土

金

4
土

金

一

・
～
日

一一

片
品
収
月
日
月
月

R
U
 

ロu
T

a

R

U

H

H

T

 

U

ゴ
A

W

化

凶

ビ

S

文

テ

レ

州

間

近

道

テ

海

海

森

I
L
M
ν
卜

】

十

七

路ヨ，

L
E庁
f

J

守司

－
d

E

市

日1I :30、lI :45 

青森RAB ｜月 一土l1:30、11:45 日14:00、17:15 

秋田ABS ｜月 一土II: 45、l1:55 日10:30、12:00

秋田テレビAKT ｜月ー金10:50、11:50土・日11:00、 11:30

66 



'77予防時報111

ハυqO 

R
U
F
b

ハV
2A
O

ハU
Fb
n
υ

FD

5

RJVA噌

n
u
n
v
n
d
FO

R

U

A守

A拍
5

2A
唱

A

Ru
ph
u
q
L
n
u
’
A

句
ム

’
i

唱

i

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

5

0

0

l

5

0

0

5

0

0

 

4

3

J

J

日

4

J

J
3

1

1

A

J

’A
’A

nu

、A

nU
2
A
1
A
1ム

nu

l

l

1

1

1

1

1

1

1
 

日

土

日

土

土

日

土

日

土

金

5

5

4

0

5

5

0

5

5

5

 

刈
性

aA噌

phuRU
凋
守

凋
せ

R
u
a
q
a
u
y
a
U
T

I

l

l

－

－

1

1

1

1

1

 

1

1

0

1

1

1

0

1

1

FO
I

l

5

1
 

9

d

n

v

FO

R

U

 

0

5

2

0

0

0

2

0

0

1

5

0

1

0
 

A
V
A－－
2A
4
・
q
d
4・
’A
n
u
q
O
1A
1
A
A幡
宮

司

A
FD

1A
n
u

、
市A
2
A

’A
、
，A
冒

A

、
百A

’A
、ハ
U

1

1

0

1

1

1

5

1

1

4

1

1

5

1
 

土
金
ぺ
J

土

金

金

5
土

金

2
土

金
J
i

木

一

一

日

～

一

一

日

一
一

日

一
一

日

～

月

月

日

月

月

月

日

月

月

日

月

月

日

月

aaτ

T
I
 

内

d

a

F

F

R甲

d

τ

S

M

h

hp 

v

T

M

B

F

ヒ

T

y

f
 

手

C
ビ

C

ピ

E

m
ピ

テ

l

u

r

B

B

K

t

 

店

岩

Y

レ

T

レ

α

央

ピ

テ

テ

本

テ

中

手

レ

形

形

北

城

台

白

鳥

島

岩

テ

山

山

東

宮

仙

東

福

福

東京 TBS 

土10:45、11: 30 日1!:30、11: 50 
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統計から

事故を起こせば重大事故
－高令ドライバーの事故傾向－

表 1は、 51年版交通統計からとったものである。

第 l当事者（自動車 ・原動機付自転車）の年令別

事故と、第 1当事者（自動車 ・原動機付自転車）

の年令別死亡・重傷事故の 2表をまとめたもので、

表中BIA×100は、編集部で付け加えた。

この表で注目したいのは高令ドライパーの事故

である。従来、若年ドライパーの危険は広くいわ

れているが、年令とともに運転が’慎重になり、事

故の危険は少なくなると、一般には印象づけられ

ている。ところが、高令ドライパーになると、再

び危険が高まることがこの表からわかる。

免許人口 1万人当たりの事故率は、たしかに平

均の122.7人より低いのだが、 BIA×100すなわち、

死 亡・重傷事故の全事故に占める割合は、全ドライ

パー平均の12.61%よりはるかに大きく、65～ 69オ

で 18.18、70オ以上では 54.81%と、 19オ以下の

16.44%よりも大きい。

この傾向は表2に示すように、 51年度だけのも

のではない。 48、49年は表の注にもあるように、

死亡事故のみの数だが、傾向としては変わらない。

高令ドライパーは、重大事故を起こす危険性の高

いことを示している。

事故率はそれほど高くないが、事故を起こせば

重大事故になりやすいということは、トッサの事

態に対応する能力が劣るということになるのだろ

う。それが、 60オ代で始まり、 70オ代になると、

とくにきわ立ってくる。瞬間判断力、瞬間行動力

が、この年代で急におとろえることを、この統計

から言売みとるべきだろう。

68 

表 1 第 1当事者年令別事故

運転免許
死・重傷

年令別
事故件数 取得者l万人 事故件数 B/A×100 (A) 当たり件数 (B) 

(A’） 

19才以下 48,492 274.0 7,970 16.44 

20～24オ 93,342 194.1 11, 596 12.42 

25～29オ 87,257 126.6 9,975 11. 43 

30～34オ 54 ,210 106.5 6,099 11. 25 

35～39オ 45,200 97.2 5,044 11.16 

40-44オ 38,702 95.1 4,373 11.30 

45～49オ 27 ,304 84.3 3,329 12.19 

50～54オ 16' 804 29.3 2,245 13.36 

55～59オ 9,375 78.8 1,286 13. 72 

60～64オ 6, 104 79.3 899 14. 73 

65～69オ 2,975 74.4 541 18.18 

70オ以上 1,456 85.6 798 54 .81 

ぷ.，入 3十 431,222 122.7 54. 394 12 .61 

表 2 48～51年の4年間の比較

年令日I) A A’ B BIA×100 

日目 19オ以下 59, 930 339.9 1,809 3.02 

平日
60～64オ 6,024 103. 7 176 2. 92 

65～69オ 2,590 101.5 88 3.40 
48 

70オ以上 1,017 105.0 50 4.92 

年 全ドライバー 536,849 174.4 12,651 2.36 

Hfl 19オ以下 51,545 2河~9 . 8 1,587 3.08 

手口
60-64才 6,098 95.2 142 2.33 

65～69オ 2,333 79.1 67 2.87 
49 

70オ以上 1,030 89.1 59 5. 73 

年 全ドライバー 444,795 138.4 9,872 2.22 

日召 19オ以下 50,657 286.0 9, 173 18.11 

和
60～64オ 5,945 85.5 891 14 .99 

65～69オ 2,278 68.0 523 22. 95 
50 

70オ以上 1,055 78.8 781 74.03 

年 全ドライバ 435,440 130.0 59,957 13. 76 

日召 19オ以下 48,492 274.0 7,970 16.44 

和
60-64オ 6,104 79.3 899 14. 73 

65～69オ 2,975 74 .4 541 18.18 
51 

70オ以上 1,456 85.6 798 54.81 

年 全ドライバ 431,222 122.7 54 ,394 12.61 

注： 48年、 49年は、死亡事故のみしか年令別の数字がでてい

ないので、 Bは死亡事故件数になっている。 50年、 51年のBは

死亡・重傷事故件数である。



災害メモ

＊火災

・5・13 岩国市岩国の医療法人岩

国病院内科病棟から出火。 8名死亡、

4名重軽傷。

・5・31 横浜市港南区の中小工場・

住宅密集地の併用住宅から出火。町

工場・民家など7棟l,500m＇全半焼。

12世帯35名被災。

・6 ・10 八王子市石川町の三菱電

機倉庫の中 2階付近から出火。 500

M焼失。テレビ ・ステレオ・クーラ

ーなど約3億円の被害3

・6・24 大阪市大正区の柳井建設

従業只宿舎から出火。 （グラビアペ

ージへ）

・7・13 大富市大成町の岡市立大

成小学校の中校舎l階付近から出火。

校舎、倉庫など計5棟l,600m＇全焼、

南校舎、管理棟の 2棟l,400m'半焼。

・7・16 東京都墨田区の密集地常

にあるゴム加工業百花製練所から出

火。作業所500m＇と住宅、町工場など

またたく間に燃え広がり．計5棟1,200

M全焼。 5世帯干18名被災。電気系統

の故障らしい3

＊爆発

・5・13 東京都江東区辰巳の新興

海陸運輸会社米穀倉庫で、改装作業

・5・11 大阪市住之江区東加賀屋

の市営住宅5階510号室で、都市ガス

が爆発、炎上。上下階など9戸の内部

が壊れ、 2名死亡、 3名負傷。半径

lOOmの民家など300戸被害。

・6・7 姫路市飾磨区中島の日本

砂鉄鋼業飾磨工場で、中型加熱炉の

炉底部から高温ノロが地下の作業潟

に流失し水に触れて爆発。ピット内

で調査中再び爆発。 6名重軽傷。

・5・11 芦別市の三井石炭鉱業芦

別鉱業所第二坑でガス爆発。 25名死

亡、 8名重軽傷。道内の炭鉱事故と

しては42年11月の石狩炭鉱のガス爆

発以来の大惨事。

＊陸上交通

・5・27 神奈川県足柄郡真鶴町の

東海道線真鶴駅で、貨物列車（26両

編成）の20両目が荷紛れ，16両脱線。

うち13両が転覆。走行中の撮動と強

いカーブのため。

・6・2 吹田市江阪の名神高速下

り線で、貸し切りパスが追い越し車

線てe雨のためスリッスガードレールの

支柱に激突。 4名死亡、23名重軽傷3・7・25 上田市秋和の国鉄信越線

上回、西上田駅間で、信州、12号 (12

両編成）の 6両日以降の車両が次々

と脱線。 8名負傷。呉常な高温でレ

ールが膨張、狂いが生じた所へ走っ

てきた列車の圧力でレールが外側へ

ふくらみ脱線したもの。

・6・30 岩手県岩手郡零石町の田

沢湖線大地沢、志戸内駅間で、普通

列車（ 5両編成）の 3両客車床付近

から出火。 1両全焼。

＊海緩

・6・3 北海道積丹半島神威岬北

中出火し消火作業中爆発。345m＇焼失。 西170kmの日本海で、日本海マス漁船

19名重軽傷。溶接の火がウレタン系 第25八坂丸（49t ・13名乗組）が転

の断熱材に引火。このため可燃性ガ 覆， 7名行方不明。

スが大量に発生、充満したらしい。 ・6・9 北洋から宮古港ヘ帰港中
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のサケ ・マス流し網漁船第32漁吉丸

( 60 t . 18名乗組）が遭難。 9名行

方不明。

・6・22 松山市興居島沖の釣島灯

台北2.7kmの釣島水道西入り口で、フ

エリー第24阪丸（6, 936 t・36名乗組）

と、貨物船天孝丸（9 ,603 t・30名乗

組）が衝突，阪丸の12名負傷、率40

台が大・小破。天孝丸から C重油59k£

流失。

・6・29 下関市唐戸桟橋沖の関門

海峡で、貨物船モゲスエポニ号（3,992

総 t・28名乗組）と貨物船ジーダー

シ一号（8,638総 t・35名乗組）が衝

突3 モ号は沈没。重油45tが流出。

・7・2 三浦市剣崎灯台北東 3km 

の東京湾入り口付近で、貨物船第 7

栄福丸（498t・7名乗組）と貨物船

アソマトス号（8,900t・23名乗組）

が衝突。栄福丸は船首を大破。ア号よ

り重油 5～10k£流出。

・7・13 沖縄県宮古島の南南東180

kmの太平洋で、貨物船イースタンエ

クスプローラー（3,028 t . 29名乗組）

が機関室から出火。 5名死亡、 2名

行方不明。 22名重軽傷。

脅自然

・5・15 岩手県全域に豪雨。陸前

高田市米崎町で土砂崩れのため 2名

死亡、 2名負傷s 釜石市 ・大船渡市

でも浸水続出。

・6・13 黒磯市東那須野 ・鍋掛地

区と塩原郡塩原町にかけてひょうが

降り、葉たばこ、稲など約4億円の被

害3茨城県でも常陸太田、高萩市など

を中心に、業たばこの80%が収穫不

能。被害額20億円以上。

・6・15 熊本県地方を中心に16日

にかけて集中豪雨。各地で山崩れ、

浸水が続出。 1名死亡。家屋の全半

壊 2。山、虚崩れ61か所。

・6・24 鹿児島市吉野町、日笠本

線竜ヶ水駅からlOOm南で山J漏れ。民
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・7・1 鹿児島県桜島南岳が爆発。

家13戸全壊、 1戸半話題。 13名生き埋

めとなり、 9名死亡。

・7・7 群馬県西部地方にひょう

が降り、 400haを超す農作物被害。妙

義町などのコンニャクの産地では全

滅状態。

・7・20 熊本県阿蘇中岳（l ,323m) 

の第 l火口が爆発。 3名負傷。

＊その他

・5・19 大阪市港区の大阪港第 3

突堤に接岸中の貨物船ユニオ ンオー

ストラリア号（15,417t・23名乗組）

のボイラーが爆発。 26室が粉々。蒸

気が噴出し、 11名重傷。

・6・11 神戸市生田区新港町神戸

港第 1突堤に停泊中の江城号（7,885

t . 52名乗組）で、荷物の点検中、船

倉で酸欠。 2名死亡、 10名重軽症。

船倉内の合成ショウノウが空気をす

ったためらしい。

・7・15 新潟県南魚沼郡塩沢町の

上越新幹線湯沢トンネル建設工事現

場の坑内掘削場で火災。鉄製堅わく

補修作業の溶接火花が、ビニール性

送風管に燃え移ったらしい。

＊海外

・5・9 オランダ、アムスチルダ

ム中心部のボーレ ンホテルで火災。

6名死亡、 18名行方不明、 27名負傷。

・5・9 シベリア中央南部のクズ

ネック盆地工業地帯で、トミ川のダ

ムが決波。各都市が大被害。死傷者

数不明。

・5・11 サウ ジアラビアのアプカ

イク油田が爆発。大火災を起こし、

13日夜鎮火。 l名死亡、 13名負傷。

・5・22 ベルギ一、プリュ ッセル

中心部のホテルデューク・ド ・プラパ

ンで火災。 10名死亡、約30名負傷。

・5・27 キューパのハパナ空港で

アエロフロート航空イリューシン62

M型旅客機が、着陸寸前に墜落、炎

上。66名死亡、 2名重傷3

・5・28 米ケンタッキ一件｜サウス

ゲートのビパリーヒルズサパークラ

ブで火災。 163名死亡。噴水用ポンプ

への電線がショートし、その火花が勝

に移ったもの。

・6・1 ブラジル東北部のジヤボ

アタンで、7階建て雑居ビルが倒波。

50名以上死亡、 100名以上生き埋め。

・6・26 米テネシー州の刑務所で

火災。43名死亡、 30名以上負傷。

・6・30 パキスタン南部カラチ地

方で豪雨。マリル川 ・リヤ川がはん

らん。少なくとも200名死亡、多数行

方不明。

・7・8 韓国中・北部一帯に集中

豪雨 eソウル市と京畿道などで河川

のはんらんや山崩れがあt出。209名死

亡、 70名行方不明、69,670名被災（13

日現在）。

・7・14 米コロンビア北部アマガ

の炭鉱で落盤事故。45名死亡、 60名

以上行方不明。

・7・20 米東部で集中豪雨。 ペン

シルペニア州ジョンズタウン市では

十数本の川がはんらん。37名死亡、

70名以上行方不明。41,000名が避難、

2,000名以上家を失う （21日現在）。推

定被害総額 l億ドル3

・7・24 韓国京釜芝灘駅で、特急

列車が構内に停車中の普通列車に追

突。両方の各2両が脱線、転覆。 18

名死亡、 130名以上重軽傷。

・7・26 米カリフォルニア州サン

タパーパラ市東方の国有林で山火事。

20mの風にあおられ300ha焼失，22名

負傷、焼失家屋385戸、3,000名避難。

被害額7,600万ドル （約200億円）。タ

コ揚げの糸が高圧線に絡みついたた

ため3

・7・26 台湾南部で台風4号によ

る被害続出。 50名死亡、 15名行方不

明、 305名負傷。

絹集委員
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塚本孝一 日本大学教授

根本順吉 気象研究家
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+8月7日有珠山が突然噴火。本誌

101号の 「自然力のスケール」を読

み直してみると、我が国最大の噴火

は大正3年の桜島。このときの総噴

出量は 2Km，で、総エネルギー量は

4.6×1025エルグ。新聞によると、有

珠山の噴火で14日までに降った灰の

量は0.2Km＇。噴火エネルギーは分か

りませんが、桜島より 1ケタは小さ

いとみて間違いないでしょう。それ

でも15日現在の農作物被害だけで207

億円、自然力の大きさに改めて驚か

されます。.雑居ビルの座談会。法

規制だけでは解決しない、いろいろ

な社会問題を包含しているのが雑居

ビルだということが、よく分かりま

した。雑居ビルの災害は、まさに人

災といえるでしょう 3 自然災害と人

災、災害のスケールに違いはあって

も、ともに本誌の重要な編集テーマ

なのです。 （鈴木）

J 予防時報 tl1Jf1Jl950年（~~：）
⑥第川号 昭和52年10月1日発行

送料 年480円

編集人・発行人高崎益男

発行所

社団法人日本損害保険協会

101東京都千代田区神田錦町1-9-1

東京天理教館内

まま（03)294-4911 （大代表）

制作＝附阪本企画室



。共同通信

大阪柳井建設宿舎火災

大阪市大正区三軒家東の柳井建設作業員宿舎 1階食堂付

近から出火。木造モルタル塗り 2階建て！寄宿舎 1棟延べ

242耐を全焼。さらに木造2階建て住宅 l棟延べ100耐をは

じめ、隣接の住宅、アパート、店舗など次4に燃え移り 、

計9棟568m＇を焼失 。建設作業員12名死亡、 3名負傷。

この作業員宿舎は、木造老朽建物で火の回りも阜〈 、出

・52・6・24
入口が火元付近とみられる食堂わきにあり、 2階屋外階段

も出口付近に家財道具が積み上げてあったため使用不能。

さらに、周囲は隣接建物が密婚して建っており 、窓からの

遜重量もできない状態。避重量設備の不備、火災発見・通報の

遮れ、寝いりぱなで全員が熟睡していた等が重なって大惨

事となったもの。
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真っ黒な噴煙をあげる有珠山 （7日午前9時40介撮影）（②北海道新聞社

13目、火山噴火予知連絡会は有珠山総合観測班を発足させ、

観測体制lを一本化。有珠山周辺の14か所に地震計を設置し、

さらに地殻変動観測や空からの赤外線写真による観測なと＼

国土地理院、科学技術庁の応援のもと 、体制を整えた。20

日、総合観測班は次のような統一見解を発表した。 「有感

地震を含む多くの地震活動が有珠山内深さ｜ ～2kmて’活発

に続いており 、17日以降最大震度 3強のやや強い地震がひ

んぱんに観測されている。振幅や継続時間も長 くなりつつ

あるニとや、小有珠と大有珠の中央に著しい隆起の兆候が

みられること、軽石の成介が結晶を多く含むようになった

ことなどから、事占性の高いマグマが上昇しつつあり 、火山

活動が新段階に移ったと判断される」。

8月6日早朝以来、連続地震が発生した北海道洞爺湖畔に

ある活火山有珠山 （標高 727m）が、7日午前 9時12介ごろ

突然爆発。地鳴りと共に噴火。噴煙は上空 12,000mに達し、

火山灰、火山れきが周辺市町村に降り注いだ。昭和新山誕

生以来34年ぶりに激しく火を噴いた有珠山は、前ぶれ地震

が始まってからわずか30時間後の大爆発。これまでは、地

震発生から噴火まで短か くて3目、長くは 6か月間もかか

ったという 。このため、8目、測地学審議会 （文部省）の

噴火予知特別委員会は、本格的な観測体制をとることを決

定。火山噴火予知連絡会も臨時連絡会を開き「火山活動は

やや長期化しそう」との見解をまとめ、この秋予定してい

た浅問、阿蘇山の集中観測を岡山の集中観，則に切り替えた。



刊行物／映画／スライドご案内

総合防災誌

予防時報（季刊）

防火指針シリーズ

。高層ビルの防火指針

＠駐車場の防火指針

＠地下街の防火指針

＠プラスチック加工工場の防火指針

＠スーパーマーケットの防火指針

。LPガスの防火指針

＠ガス溶接の防火指針

＠高層ホテル・旅館の防火指針

。石油精製工業の防火・防爆指針

＠自然発火の防火指針

＠石油化学工業の防火・防爆指針

＠ヘルスセンターの防火指針

＠プラン卜運転の防火・防爆指針

⑪危険物施設等における火気使用工事の防火指針

防災指導害

防災読本

ピルの防火について（浜田稔著）

火災の実例からみた防火管理（増補版）

ビル内の可燃物と火災危険性（浜田稔著）

都市の防火蓄積（浜田稔著）

危険物要覧・増補版（崎川範行著）

工場防火の基礎知識（秋田一雄著）

旅館 ・ホテルの防火（堀内三郎著）

防火管理必携

事例が語るデパートの防火（塚本孝一著）

やさしい火の科学（崎川範行著）

〈らしの防火手帳（'I'樫三郎著）

イザというと きどう逃げるかー防災の行動科学（安倍北夫著）

あなたの域処安心力、？ 一高層アパートの防火（塚本孝一著）

現代版火の用心の本

いますぐ覚えておこう ー暮らしの防災知識

そのときノあなたがリーダーだ（安倍北夫著）

防火のしおり

住宅／料理店・飲食店／旅館／アパート／学校／商店／

劇場・映函館／小事務所／公衆浴場／；ガソリンスタンド／

印刷工場／クリーニング／病院・診療所／理髪店・美容院 ／

プロパンカ・スを安全に使うために／生活と危険物

映画

みんなで考える工場の防火

危い／あなたの子が

みんなで考える火災と遊雛

あなたは火事の恐ろしさを知らない

ドライノ〈ーとモラル

危険はつくられる（くらしの防火）

動物村の消防士

パニックをさけるために（あるビル火災に学ぶもの）

煙の恐ろしさ

ザ・ファイヤー・ Gメン

ふたりの私

火災のあとに残るもの

オートスライド

防火管理

火災・地震からいのちを守ろう

ここに自をむけよう／（火災の陰の立て役者）

実例にみる防災アイディア（家族みんなの火の用心）

工場の防災（安全管理システムの活力、しかた）

映画・スライドは、防火講演会 ・座談会のおり、ぜひご利用ください。当協会ならびに当協会各地方委員会（所在地 ：札幌・
仙台・新潟・横浜・静岡・金沢・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・高松・福岡）にて、無料で貸し出しいたしてお円ます。

社団法人日本損害保険協会東京千回



季刊

予防時報
第lI l号

昭和52年I0月 l日発行

発行所社団法人日本損害保険協会

東京都千代田区神田錦町1-9ー l東京天理教館内 ⑤IOI 

電話＝（03)294-4911（大代表）

このポスターが
全国秋の火災予防運動を
盛り上げます

ことしの防火ポスターが決まりました。

914点の公募デザインの中から、亀倉雄策氏、自治省消防斤

長官、日本損害保険協会関係者によって厳正審査の結果、入選作

は選ばれました。作者は愛知県海部郡甚目寺町の八神和敏さん、

34才のグラフィックデザイナーです。この入選作は、 B2判で

50万枚印刷され、秋の全国火災予防運動用から全国市町村に掲

示されます。
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